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第１章 自治会・町内会について 

 

１ 自治会・町内会とは？ 

 

 自治会・町内会は、私たちの生活の中でもっとも身近な住民自治組織です。地

域に住む人たちが、日常生活で身近な人と助け合い、協力し合いながら、より良

い地域社会を作っていくために、自主的に活動しています。 

 

 一般的には、自治会・町内会は下記のような組織です。 

○一定の地域区画をもち、世帯を単位として構成される、地域に住む人たちの

自由な意思によって結成された、まちづくりの中核組織 

○地域に住む人たちで決めたルール（規約）に従って、お互いに助け合いながら、

日常生活の様々な問題について解決を図っていく、地域を基盤とした住民自治

組織 

 

２ 自治会・町内会はなぜ必要なの？ 

 

 ごみ集積場の管理、高齢者や子どもの見守り、防火・防犯パトロールなど、地

域には１人では解決できない課題が多くあります。 

また、大きな災害が発生したとき、地域に住む人たちの助け合いが必要です。 

 地域でお互いに助け合う役割を、日々の暮らしの中で担っているのが、自治会・

町内会です。 

 

 自治会・町内会は任意の団体であり、加入は強制ではありませんが、自治会・

町内会に加入し活動に参加することで、安心・安全で快適な地域づくりにつなが

っていきます。 
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３ 自治会・町内会の活動例 

 

自治会・町内会は、地域に住む人たちの日常生活に関わりの深い、さまざまな

活動を行っています。地域によって活動の内容は異なりますが、ここでは、各地

で取り組みの見られる代表的な活動を紹介します。 

① 地域の「安心・安全」 

防犯灯の維持管理、防災訓練、防火・防犯パトロール、交通事故防止活動など 

② 地域福祉 

一人暮らし高齢者への訪問、「地域の茶の間」の開設、 

共同募金のとりまとめ、歳末助け合い運動など 

③ 青少年健全育成 

子ども会の運営、非行防止活動など 

④ 環境 

ごみ集積場の管理、道路や公園などの清掃、 

花壇の手入れなど 

⑤ 文化 

祭り、盆踊り、文化祭、カラオケ大会、地域文化行事など 

⑥ 情報提供 

各種情報の周知、会報の発行など 

⑦ 親睦 

あいさつ運動、親睦旅行、視察研修会など 

 

４ 自治会・町内会と市とのかかわりについて 

 

 自治会・町内会と市は、「協働」により地域のまちづくりを進めるパートナーで

す。 

市では、自治会・町内会に行政上の文書回覧等を委託契約によりお願いし、行

政の円滑な運営を図るとともに、防犯灯や集会所に対する助成制度などにより自

治会・町内会活動を支援しています。 

 

※「協働」とは、地域を構成する市民、自治会・町内会、NPO、企業など様々な

主体と市が地域課題や将来像などを共有して、それぞれの得意分野を生かして、

役割分担しながら地域が目指すまちづくりを進めていくことです。 
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５ 自治会・町内会と地域コミュニティ協議会と区自治協議会 
 
 地域コミュニティ協議会は、防災、教育、福祉などの地域で解決できる課題を

地域で取り組んでいくために、自治会・町内会を中心にＰＴＡ、民生・児童委員、

ＮＰＯなどさまざまな団体が参加して概ね小学校区または中学校区で設立された

組織です。 

 地域コミュニティ協議会は各地域のコミュニティの核となる任意の組織で、自

治会・町内会活動や各種団体の活動を尊重しつつ、各団体の連携により市民主体

の地域づくり、まちづくりをめざしています。 

 自治会・町内会単位よりも広域にわたる地域の課題に対しては、地域コミュニ

ティ協議会を通して解決を図っていくことが有効です。 

また、区自治協議会については、新潟市が目指す分権型政令市を実現し、市民

と行政との協働によって、住民自治の推進を図るために、各行政区に設置する市

長の附属機関です。区の皆さんの多様な意見を調整して、その取りまとめをし、

区の皆さんと区役所との協働の要となるよう努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～西区のコミュニティ協議会～ 

 新潟市内には、９９の地域コミュニティ協議会があり、うち、西区には、 

１５のコミュニティ協議会があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各コミュニティ協議会の活動等は、西区役所ホームページ、 

【西区役所 HP】→【区の取り組み】→【コミュニティ協議会】 

  または右の二次元コードからご覧いただけます。 

・内野・五十嵐まちづくり協議会 ・真砂小学校区コミュニティ協議会

・西内野コミュニティ協議会 ・青山小学校区コミュティ協議会

・コミュニティ中野小屋 ・小針小学校区コミュニティ協議会

・コミュニティ佐潟 ・黒埼南ふれあい協議会

・坂井輪中学校区まちづくり協議会 ・大野校区ふれあい協議会

・坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会 ・立仏校区ふれあい協議会

・東青山小学校区コミュニティ協議会 ・山田校区ふれあい協議会

・五十嵐小学校区コミュニティ協議会

西区のコミュニティ協議会



４ 

６ 自治会・町内会の組織と運営 

 

多くの自治会・町内会は規約（会則）を定めて運営を行っています。 

以下に、一般的なものを紹介しますが、自治会・町内会の規模や特性によって

変わってきます。 

 

 (1)組織の一例 

 

役員や班長以外の人も専門部会として活動し、すべての会員が自治会・町内会

活動に関わっていけるよう組織体系を考えることが大切です。 

 

専門部会は、自治会・町内会の活動内容に応じて必要なものを考え、随時見直

し、再編することもあります。 

専門部会（委員会） 

役員会 

班長会 
総会 

会長 

 
監事 

 
副会長 

 
事務局 

 
会計 

 

班長 

 

防
犯
・
防
災
部
会 

環
境
部
会 

交
通
安
全
部
会 

福
祉
部
会 

広
報
部
会 

文
化
部
会 

○
○
部
会 

△
△
部
会 

班長 

 
班長 

 
班長 

 

○○自治会（町内会） 
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(2)役員の役割例 
 

役員、専門部会員の選出については、それぞれの自治会・町内会の状況により

選挙・推薦・抽選・輪番制などいろいろな方法がありますが、年齢・性別を問わ

ず幅広く選出することが望ましいといえます。 

ただし、輪番制の場合は、小さい子どもや介護を要する家族を抱える世帯、あ

るいは高齢者だけの世帯など、それぞれの事情も配慮してあげたいものです。 
 

また、１年で役員が交代してしまうと活動の継続が難しくなるため、最低２年

任期で交代したり、副会長を複数名選出する、会長経験者を相談役とするなどの

工夫をしているところもあります。 

実際、会長職を経験した人からは「２、３年やって仕事が分かるようになり、

地域のことをよく考えられるようになった」という声がよく聞かれます。地域の

実情に沿って皆さんで役員の任期について話し合ってみてはいかがでしょうか。 

 

会長 
会の代表者であり、全体の責任者です。また、対外的には、他

の団体や行政機関とのパイプ役としての役割があります。 

副会長 会長を補佐し、時には会長の役割を代行します。 

事務局 会の運営や事業に関する記録や事務全般を担当します。 

会計 お金の出入りに関する事務、会計書類の管理などを担当します。 

班長 
会員の意見を役員会に伝え､役員会や班長会で決定された内容

を会員に伝える役割があります。 

監事 
会計事務や事業の執行が適正に進められているかのチェックを

行い、総会で報告する役割があります。 

防犯・ 

防災部会 

防犯・防災計画の策定や、防犯活動・防災訓練のリーダーなど

を担当します。 

環境部会 
地域一斉清掃や、ごみ集積場の管理など、快適な環境づくりの

ための取組みを担当します。 

交通安全

部会 

交通指導や、交通危険箇所の点検、違法駐車問題等の取組みを

担当します。 

福祉部会 
地域の高齢者や障がい者への支援活動を担当します。また、社

会福祉協議会や民生委員・児童委員などとも連携します。 

広報部会 会報の編集・発行や各種情報の周知などを担当します。 

文化部会 
文化祭の開催や文化サークル間の連絡調整、あるいは地区の伝

統文化の保存・継承などを担当します。 
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(3)主な会議 

 

自治会・町内会が民主的な組織として運営されるために、下記のような会議を

開催します。 

 

総会 

総会は、自治会・町内会の意思決定の最高議決機関であり、会

員の合意形成の場です。通常総会と臨時総会があります。 

・通常総会：一年間のまとめと事業や予算を議論する場です。 

・臨時総会：緊急に解決すべき課題が発生した場合など、必要に

応じて召集します。 

役員会 

役員会は執行機関で、総会の議決に従って自治会・町内会を実

際に運営していくための会議です。役員会への出席役員は、あら

かじめ規約で定めておくことが必要です。 

班長会 専門部会員の決定や役員会等で決定された内容を周知します。 

専門部会 

身近な地域課題や住民の要求に対処し、効率的な運営をしてい

くために専門部会を設置します。専門部会は、それぞれの役割に

応じた地域の課題を洗い出し、解決に向けて話し合い、実際に活

動の計画立案や調整を行っていくための会議です。 

 

 

(４)規約（会則） 

 

規約（会則）は、自治会・町内会の公正の確保と透明性の向上のための組織運

営を確立するものです。この内容は、大多数の会員の納得のいく内容が定められ

ていることが基本です。 

※規約（会則）の例…西区役所ホームページ｜資料編 （２～７ページ） 
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(５)会計処理 

自治会・町内会の運営や活動を確実に進めていくには、財政の確立が必要であり、活

動内容の発展と並んで大変重要です。 

財政規模は、自治会・町内会の構成員の数や活動内容によってさまざまですが、予算

と決算については、総会の議決を経て決定される事項です。総会終了後は、市に決算書

の提出をお願いします。 

収入 
会費の額は地域で話し合って決定しましょう。 

 会費を集めた際は、領収書を発行しましょう。 

支出 支出の際は、領収書を受け取り保管しましょう。 

帳簿 適切に記載し、管理しましょう。 

管理 通帳や印鑑は適切に保管しましょう。 

予算書・決算書 

年度当初に予算書を、年度末に決算書を作成しましょう。 

自治会等事務委託料など、市からの収入は予算書・決算書 

に明記しましょう。 

会計監査 監事は、決算書と帳簿、通帳、領収書等を確認しましょう。 

※予算書や決算書の例…西区役所ホームページ｜資料編（９・１０ページ） 

 

７ 自治会・町内会の法人化について 

 自治会・町内会（「地縁団体」といいます。）が、一定の要件を満たす場合に、

区長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができ

る制度（認可地縁団体制度）があります。 

法人格を得た地縁団体（「認可地縁団体」と通称されます。）は、自治会等の名

義で財産を所有することができます。ただし、名称、区域、事務所、代表者の氏

名及び住所等の告示事項に変更があった場合は、速やかな届出が必要になるなど、

手続きも増大します。また、認可地縁団体になっても自治会等としての基本的な

性格は変わらず、行政の指揮・監督・命令下に置かれるわけではありません。 

【認可を受ける要件の変更（令和３年１１月２６日施行）】 

 

これまでは、不動産の保有（予定も含む）が認可の要件となっていましたが、

令和３年度に制度が見直しされ、不動産の保有の有無に関わらず、地域的な共同

活動を円滑に行うため区の認可を受けることができるようになりました。 

【表決権行使の電子化（令和３年９月１日施行）】 

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は決議により、書面による

表決を代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。規

約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となります

が、規約を改正するためには市の認可を受ける必要がありますので、事前に地域

課へご相談ください。 
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８ 自治会・町内会と個人情報保護法 
 

 個人情報とは、氏名、生年月日、住所、家族構成、職業など、特定の個人を識

別することができる情報です。他の情報と容易に照合することができ、それによ

って特定の個人を識別することができる情報も個人情報に含まれます。写真や映

像も個人情報になる場合があります。 

 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護

することを目的としています。5,000 件を超える個人データを利用している団体

などを対象としていましたが，平成２９年５月３０日より改正個人情報保護法が

全面施行され，自治会・町内会にも個人情報保護法が適用されます。法律に準じ

て個人情報を適切に取り扱うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿の作成など、個人情報を取り扱う場合は、以下の点に留意し、ルール

を決めましょう。 
 

 
※規程や世帯票の例…西区役所ホームページ｜資料編（１７～１９ページ） 

目的・内容 

個人情報の利用目的は何ですか。 

どんな個人情報が必要ですか。 

思想、信教及び信条、社会的差別の原因となる個人情報は含まれて

いませんか。 

管理方法 

個人情報の管理者はだれですか。 

個人情報の保管場所はどこですか。 

個人情報の漏えいなどを防止するための対策をとっていますか。 

必要無くなった個人情報の廃棄時期や方法を決めていますか。 

取得方法 

個人情報の利用目的や内容を会員に説明または明示しましたか。 

個人情報は本人の同意を得て、原則本人から取得していますか。 

本人が拒否する事項を取得していませんか。 

本人から申し出があった場合は、適切かつ迅速にその求めに応じて

情報の修正、利用の停止などに対応していますか。 

利用方法 

個人情報は利用目的の範囲内で活用していますか。 

利用目的以外に個人情報を活用する場合は、原則本人に同意を得て

いますか。 

第三者に情報を提供する場合は、原則本人に同意を得ていますか。

また提供先を記録していますか。 

個人情報保護法の改正によって… 

※５,０００件以下の個人情報を取り扱う団体も法の対象とされます。 

→自治会・町内会も対象となります。 

※個人情報を取扱う際には、①利用目的の特定・適正取得、②安全管理、 

③第三者提供には原則本人の同意が必要です。 
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９ 自治会・町内会と自主防災組織 

 

(1)自主防災組織とは 

 

 大規模な災害から生き延びるためには、『自助』と呼ばれる「自分の命を守るため

の活動」が極めて重要になります。そして自分ひとりの力ではどうしようもない場

面で力を発揮するのが、『共助』 と呼ばれる「隣近所の助け合い」です。 

 自主防災組織は、地域に住む人たちが共助の精神に基づき、地域の防災活動の中

心となる組織として結成するもので、自治会・町内会や地域コミュニティ協議会を

単位とすることが多くなっています。 

 まずは、自分自身の身を守れるように、そして家族や隣近所の方を助けることが

出来るように、自主防災組織を結成し、防災訓練の実施を通して、地域の防災力を

高めていきましょう。 

 ※ 自主防災組織の結成や活動に関する助成については、西区総務課安心安全担当

にご相談ください。 

 

(２)避難行動要支援者支援制度とは 

 

災害時の被害を少しでも少なくするため、新潟市が心身の状態などにより災害時

に自ら避難することが困難で、避難のために支援が必要な方の情報を掲載した名簿

を作成し、平常時から自治会、町内会、自主防災組織の地域の支援者や消防機関、

警察署などに提供しておき、災害が起きたときのために、地域での助け合いや公的

機関の救援、救助のために役立てるものです。 

 

【対象となる方】 

災害時に自ら避難することが困難で、避難のために何らかの支援を希望する在

宅の 

方のうち、次の方が対象となります。 

 ・高齢者（７５歳以上のみの世帯の方） 

 ・要介護認定３以上 

 ・身体障害者手帳１、２級 

 ・療育手帳 A 

 ・その他、自ら避難することが困難で、避難の支援を希望する方 

 

【名簿登録の流れ】 

１ 新潟市から対象者へ意思確認文書を郵送 

２ 民生委員・児童委員が戸別訪問、制度の説明 

３ 同意した方について、新潟市が避難行動要支援者名簿へ登録 

４ 新潟市から民生委員・児童委員や自主防災組織へ避難行動要支援者名簿を送付 
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第２章  自治会・町内会活動に際して 

１ 届出･連絡･問い合わせなど 

所 管 課 項   目 概        要 

西区地域課 

企画・ 

地域振興担当 

窓口番号  ㊷  

℡264-7172 

自治会・町内会

活動 

自治会・町内会の設立や規約及び自治会・町内会の法人化に

関する相談に応じます。 

会長の変更 自治会・町内会の会長が変更したときは、届出が必要です。 

自治会・町内会

への事務委託 

毎年度４月１日と 10 月１日時点の世帯数の報告が必要です。 

決算書は毎年度ご提出ください。 

また、振込口座名義（金融機関）を変更するときも届出が必要で

す。                            【事業番号１】 

防犯灯 

 

① 設置補助金の申請は、５月３０日までにお願いします。 

② 電気料補助金の申請は、１１月２８日までにお願いします。 

【事業番号５・６】 

市民活動保険 ボランティア等公益的な市民活動中のケガや事故を対象とした

保険制度です。事故発生後速やかに市民活動事故発生通報書

の提出が必要です。                  【事業番号３３】 

西区 

区民生活課 

生活環境係 

窓口番号 ①  

℡ 264-7261 

クリーンにいがた 

推進員の推薦 

推薦するときは、届出が必要です。         【事業番号１３】 

ボランティア

清掃 

実施にあたり、ごみ袋やごみバサミ、ごみの回収などが必要なと

きは、計画書の提出が必要です。 

ごみ集積場の

設置補助 

ごみ集積場の設置、修繕などには、補助金が出ます。 

【事業番号１０】 

ごみ集積場の

移動 

ごみ集積場の設置、移動、廃止、用途変更があるときは、届出

が必要です。 

不法投棄・ぽい

捨て禁止等の

注意喚起看板

の作成・配布 

自治会・町内会からデザインを持ち込みいただき、看板を作成

し、配布します。事前にご相談ください。 

環境美化活動

の助成 

自治会・町内会、地域コミュニティ協議会等の団体が行う環境美

化活動には、補助金が出ます。 

     【事業番号１２】 

ごみ出し支援

事業 

高齢者や障がい者などのごみ出しが困難な世帯が、有償ボラン 

ティアなどのごみ出しを利用するためには、団体登録が必要で

す。※団体登録には、協力員及び利用者の名簿が必要です。           

【事業番号１１】 
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所 管 課 項   目 概        要 

西区 

区民生活課 

生活環境係 

窓口番号 ①  

℡ 264-7261 

集 団 資 源 回

収 

 

新たに集団資源回収を開始するときや代表者、振込口座など

登録内容に変更があったときは、届出が必要です。 

【事業番号１４】 

害虫駆除の 

助成 

害虫駆除のための薬剤の購入には、補助金が出ます。 

【事業番号２３】 

器具の貸出 アメシロ防除機や高枝切りばさみを貸出します。 

借りるときは、連絡してください。 

し 尿 汲 み 取

り 

自治会・町内会の公民館などのし尿の汲み取りを開始するとき

や代表者の変更があったときは、届出が必要です。所定の様式

を提出してください。 

空き地管理 管理を怠った、所有者不明の私有地（空き地）に関する相談に

応じます。 

小 動 物 の 死

骸の処分 

公道にある小動物の死骸などを回収します。発見したときは、詳

しい場所などを連絡してください。 

災 害 時 の 消

毒薬の配布 

水害など災害時における環境衛生保持のため、殺菌消毒剤を

配布しますので、申請してください。 

西区健康福祉課 

地域福祉担当 

窓口番号 ⑬  

℡ 264-7315 

西区社会福祉

協議会 

℡  211-1630 

地 域 の 茶 の

間の開催、支

え合い活動 

地域の茶の間に対する助成や運営についての相談、また、支

え合い活動についての相談がありましたら連絡してください。 

 【事業番号１６・１７】 

西区社会福祉

協議会 

℡  211-1630 

地 域 福 祉 活

動 計 画 の 推

進 

各地域で行う地域別計画の取組みを支援します。 

西区建設課 

管理係 

窓口番号  ㉜  

℡ 264-7６61 

公園愛護 

協力費 

自治会等が行った公園愛護活動に対する協力費の詳細につい

ては、お問い合わせください。           【事業番号２９】 

西区建設課 

維持係 

窓口番号  ㉛  

℡ 264-7680 

側 溝 蓋 上 げ

機の貸出 

側溝蓋上げ機を借りるときは、事前に空き状況を確認してくださ

い。 

※出張所にも機器がありますので、お問合せください。 

・西区西出張所地域係  ℡ 2 6 4 - 7 7 0 5 

・西区黒埼出張所地域係 ℡ 2 6 4 - 7 7 6 0 
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所 管 課 項   目 概        要 

西区建設課 

維持係 

窓口番号  ㉛  

℡ 264-7680 

道路、公園 

などの維持、

修繕 

道路、橋梁、公園の修繕、補修工事及び側溝清掃並びに除

雪、凍結防止剤の配布に関する相談に応じます。 

 

 

西区建設課 

まちづくり係 

窓口番号  ㉝  

℡ 264-7670 

地域のまち

づくり活動

への支援 

地域のまちづくり活動への支援や相談に応じます。 

西区建設課 

整備係 

窓口番号  ㉝  

℡ 264-76９ 0 

道路、公園 

などの 

設計・施工 

道路、橋梁、公園の新設、改良などの施工に関する相談に応じ

ます。 

西区総務課 

安心安全担当 

窓口番号  ㊹  

℡264-7120 

防災訓練 

 

 

防災訓練の活動助成金の申請は、訓練実施日の１４日前まで

に申請書を提出してください。                  

 【事業番号８】

資産税課 

家屋係 

℡ 226-2280

土地係 

℡ 226-2269  

自治会・町内

会集会施設

に係る固定

資産税の減

免 

前年度に減免された団体には減免申請書を送付しますので、

期限までにご提出ください。新たに減免を希望される場合はご

相談ください。 

市民税課 

法人・諸税係 

℡ 226-2249 

認可地縁団

体に係る法

人市民税の

申告・減免 

区役所では書類の提出のみできます。 

提出先：西区区民生活課 税担当 窓口番号 ②  

手続きの詳細については、お問い合わせください。 
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２ 市・区からのお願いなど 

 市・区から自治会・町内会長にお願いする事項があります。極力ご負担をかけないよう

配慮をしておりますが、いずれも行政の円滑な運営のためやむを得ずお願いするものです。

お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

所 管 課 項   目 概        要 

市・区各課 

西区地域課 

企画・ 

地域振興担当 

窓口番号  ㊷  

℡264-71７2 

文書の回覧 市・区から住民の皆さまにご覧いただきたい情報やお願いご

とに関する文書を月２回程度送付させていただいておりま

す。回覧板などを通じご周知ください。 

決算書の提出 公費の適正な執行の観点から、事務委託料や補助金交付に

ついて、会員への周知がなされていることを確認させていた

だくため、毎年度総会終了後、決算書をご提出ください。 

西区区民生活課 

生活環境係 

窓口番号 ①  

℡ 264-7261 

ごみの排出と

地域美化活動

に関すること 

ごみ出しマナーの徹底と地域美化活動の推進にご協力をお

願いします。 

西区総務課 

安心安全担当 

窓口番号  ㊸  

℡ 264-7120 

新潟県交通災

害共済に関す

ること 

新年度会員募集時の自治会・町内会の加入希望者は、 

必要に応じてとりまとめてください。とりまとめは任意です。 

にいがた防災

メールの登録

について 

防災情報や気象関連情報、危害を加えられる恐れのある鳥

獣出没情報などを配信しますので、ぜひ登録をお願いしま

す。 

 

【登録方法】 

  右の二次元コードを 

  読み込んでください。 

 

新潟市 LINE

公式アカウン

トの登録につ

いて 

市政情報や防災情報、暮らしや生活に関する情報などを 

選択して受信することができますので、ぜひ登録をお願いし

ます。 

 

【登録方法】 

 右の二次元コードを 

 読み込んでください。 

 

西区健康福祉課 

地域福祉担当 

窓口番号 ⑬  

℡ 264-7315 

日本赤十字社

の協力金の募

集に関するこ

と 

毎年６月頃に各自治会長・町内会長あてに日本赤十字社の

活動資金となる協力金のとりまとめをお願いします。日赤事業

の趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。 

消防局予防課 

℡ 288-3230 

西消防署 

予防課 

予防調査係 

℡262-2119 

住宅防火に関

すること 

火災の被害を軽減する「住宅用火災警報器」の設置義務化

から１０年以上が経過し、部品の劣化や電池切れにより、正常

に作動しない恐れがあるため、日頃の点検や１０年以上経過

したものは交換するように、呼びかけをお願いします。また、

未設置世帯へは、引き続き設置の働きかけなど、ご協力をお

願いします。 
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～自治会・町内会の役員のみなさまへ～ 
民生委員 ・児童委員へのご理解 ・連携をお願いします 

 

民生委員・児童委員の役割について 

具体的には、 

・高齢者や障がいのある方への見守り 

・生活困窮者やひとり親家庭の相談・支援 

・地域の福祉活動への参加や協力 

 

誰もが安心して暮らせるまちづくりのために、民生委員活動をご理解

いただきますようお願いいたします。 

 民生委員・児童委員（以下、民生委員と表記）は、地域の方が抱える 

『福祉に関する困りごとへの相談』にのったり、区役所・社会福祉協議

会 ・地域包括支援センターなど 『関係機関の相談窓口を紹介』するなど、 

【福祉のつなぎ役】としての役割を担っています。 

民生委員・児童委員の候補者探しについて 

このように、民生委員は地域住民にとって大変重要な役割を担ってい

る一方で、民生委員のなり手がなく、欠員となっている地域があります。 

万一、候補者が見つからず欠員となった場合は、困りごとを抱える住

民の方に目が行き届かず、必要な支援につながりにくいといった懸念も

生じることから、候補者探しにつきまして、特段のご理解とご協力をお

願いいたします。 

令和７年２月に民生委員の候補者探しの協力依頼 

文書を全自治会長に送付しています。 

民生委員等からの後任探しのご相談がありました 

ら、ご協力をお願いいたします。 
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≪自治会長・町内会長 変更の手続きについて≫ 

 会長が変更になった場合、区役所での手続きが必要になります。ご提出の際、下記

の「必要手続チェック項目」で書類の準備をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

※ 上記の申請は、西出張所・黒埼出張所・赤塚連絡所・中野小屋連絡所でもご提出 

いただけます。また、西区地域課宛てに郵送でのご提出も可能です。 

※ 防犯灯の名義変更については、電力会社へご連絡ください。 

 

   自治会長が自主防災組織代表者を兼ねている場合で、それぞれの代表者が変更に

なる場合は、自治会等変更届を地域課に提出する際にお伝えいただければ、別途

総務課への提出は不要です。 

 

  自治会・町内会が認可地縁団体の場合、会長変更のほか、規約や事務所の所在、

区域の変更の場合も手続きが必要となります。 

  詳しくは地域課までお問い合わせください。問合せ先/025-264-7172 

★会長変更をする全自治会・町内会が提出する書類 

□ 自治会等設立・解散・変更届（補助制度の手引き・要綱集参照） 

□ 口座振替申込書（補助制度の手引き・要綱集参照） 

□ 通帳の写し 

□ 令和６年度決算書(※会長変更にかかわらず、全自治会で毎年提出が必要) 

 ・決算書が未確定の場合は、総会終了後にご提出ください。 

★自治会・町内会が認可地縁団体の場合の追加書類 

□ 告示事項変更届 

□ 総会資料 

□ 議事録 

（詳しくは地域課までお問い合わせください。問合せ先/025-264-7172） 

★自治会長が公園愛護会の代表者を兼任している場合の追加書類 

□ 代表者変更届 

（詳しくは建設課までお問い合わせください。問合せ先/025-264-766１） 

★集団資源回収の登録をしている場合の追加書類 

□ 登録事項変更・廃止届 

（詳しくは区民生活課までお問い合わせください。問合せ先/025-264-7261） 

★ごみ出し支援事業の登録をしている場合の追加書類 

□ 登録事項変更・廃止届 

（詳しくは区民生活課までお問い合わせください。問合せ先/025-264-7261） 



 

≪自治会・町内会 手続き・提出物チェックリスト☑≫ 

西区地域課における依頼事項、補助制度、手続き等をまとめました。 

 総会終了後 参照 

 □ 前年度決算書の提出 13 頁 

● 会長変更 15 頁 

 …全自治会・町内会共通  

 □ 代表者変更にかかる各種様式、通帳の写しを提出  

 …認可地縁団体のみ  

 □ 告示事項変更届、総会資料および議事録  

 世帯数等の調査・報告  

● 「自治会等事務委託料」 19 頁 

 □ 地域課からの世帯数報告(４月１日現在)依頼に回答  

 □ 地域課からの世帯数報告(10 月１日現在)依頼に回答  

 自治会等の集会所に関して  

● 「自治会等集会所施設借上補助金」 …集会所の施設・用地の借上げ 19 頁 

 □ 例年申請 or 事前相談している場合  

  →地域課から送られる書類を４月中に提出  

 □ 新規の場合  

  →見積書を取り、利用する前年度７月末までに地域課へ事前相談  

● 「自治会等集会所建設費補助金」 …集会所の建設・修繕など 20 頁 

 □ 事前相談している場合  

  →地域課から送られる書類を工事前に提出  

 □ 新規の場合       

  →見積書を取り、着手する前年度８月末までに地域課へ相談  

  ※緊急修繕が必要な場合 …当年度で申請可能か地域課へ相談  

 防犯灯の設置・維持管理  

● 「防犯灯設置補助金」 …防犯灯の新設・取替 20 頁 

 □ 工事着手前に申請(見積書を添付)  

 □ 実績報告(設置完了証明書 or 請求書と領収書を添付)  

● 「防犯灯電気料補助金」 21 頁 

 □ 地域課から９月頃送られる書類を提出  

 □ (※①９月分の電気料領収書 or 通帳の写、②９月分の請求内訳書を添付)  

 新しく行う地域活動について  

● 「地域活動補助金 地域活動補助」 34 頁 

 □ 事業実施(準備期間を含む)の遅くとも２週間前までに申請(事業計画書を添付)  

 □ 実績報告(領収書、活動が分かる資料(写真またはチラシ)を添付)  

 自治会・町内会の設備整備に関して  

● 「地域活動補助金 設備整備補助」 …経費 20 万以上となる備品購入・整備 34 頁 

 □ ４月～５月末に申請(見積書、物品の分かるカタログ等を添付)  

 □ 交付決定(７月上旬頃)後に購入・整備  

 □ 実績報告(請求書、写真を添付)  

  ※この他の補助制度については 17 頁を参照 

16 
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第３章  自治会・町内会等への主な助成制度等 

※ 変更点には下線が引いてあります。 

１．自治会等事務委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ページ 

  新潟市自治会等事務委託【事業番号１】 

２．集会所に関する助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１９～２０ページ 

  自治会等集会施設借上補助金【事業番号２】 

  自治会等集会所用地借上補助金【事業番号３】 

  自治会等集会所建設費補助金【事業番号４】 

３．防犯・防災に関する助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・２０～２３ページ 

防犯灯設置補助金【事業番号５】 

  防犯灯電気料補助金【事業番号６】 

自主防災組織結成助成【事業番号７】 

  自主防災組織活動助成金【事業番号８】 

防災士育成助成金【事業番号９】 

４．循環型社会づくりに関する助成制度 ・・・・・・・・・・・・２３～２５ページ 

  ごみ集積場設置等補助金【事業番号１０】 

ごみ出し支援事業支援金【事業番号１１】 

地域清掃活動費等補助金【事業番号１２】 

  クリーンにいがた推進員制度【事業番号１３】 

集団資源回収活動奨励金【事業番号１４】 

  リユース食器普及事業【事業番号１５】 

５．福祉・衛生に関する助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・２６～２９ページ 

  地域の茶の間支援事業（月１回・月２回以上）【事業番号１６】 

  地域の茶の間支援事業（週１回以上）【事業番号１７】 

  住民主体の訪問型生活支援【事業番号１８】 

  地域ふれあい事業助成【事業番号１９】 

歳末たすけあい事業助成【事業番号２０】 

  新潟市老人クラブ補助金交付事業【事業番号２１】 

敬老祝会助成事業【事業番号２２】 

  衛生害虫駆除用薬剤購入費補助【事業番号２３】 

６．私道・除雪・排水ポンプ等に関する助成制度 ・・・・・・・・３０～３１ページ 

  私道等整備費助成【事業番号２４】 

  自治会除雪助成【事業番号２５】 

新潟市歩道除雪奨励金交付制度【事業番号２６】 
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【概算払いについて】 

・補助金によっては概算払い（事業の終了前に、補助金をお支払いすること）も 

可能ですので、詳しくは各補助金制度の担当課までお問い合わせください。 
 

【申請書等の修正について】 

・書類に修正テープや修正ペンは使用できません。 

修正がある場合は、二重線を引き、訂正を行ってください。 
 

【押印の廃止について】 

・市民サービスの向上、行政手続きの簡素化の観点から、 

市に提出される申請書届出書等への押印を廃止しました。 

  新潟市歩道除雪機械購入補助金交付制度【事業番号２７】 

応急排水ポンプ維持管理費助成【事業番号２８】 

７．その他の助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２～３５ページ 

  公園愛護協力費【事業番号２９】 

新潟市緑化活動推進事業【事業番号３０】 

空き家活用推進事業（地域活動活用タイプ）【事業番号３１】 

地域活動補助金【事業番号３２】 

市民活動保険【事業番号３３】 

新潟市バス停上屋等整備事業補助金【事業番号３４】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【自治会・町内会等への助成制度について】         
西区役所ホームページの特設ページにてまとめてご紹介しています。 
各申請様式もダウンロードできます。 
［検索］新潟市トップページ ＞ 西区 ＞ 西区の取り組み ＞ 

自治会・町内会 ＞ 自治会・町内会等への助成制度について 
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１．自治会等事務委託 

制 度 等 名 称 新潟市自治会等事務委託 事業番号 １ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会と事務委託契約を結び、行政連絡事務等の事務委託

費として、自治会・町内会に委託料を支払います。 
助成額・ 
補助の条件等 

・世帯割  ９４円×世帯数※×１２ヶ月 
・均等割  世帯数※に応じた年額（１自治会あたり） 

１００世帯未満         ５，５００円 
   １００世帯以上５００世帯未満  ６，０００円 
   ５００世帯以上         ６，５００円 
※世帯数：行政連絡事務の文書の回覧または各戸配布をしている世帯

数のうち、多い方を算定基礎世帯とします。 
交付対象団体 自治会・町内会 
問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 

２．集会所に関する助成制度 

制 度 等 名 称 自治会等集会施設借上補助金 事業番号 ２ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会又はその連合組織が地域活動としての集会を行うた

め、市の所有する以外の集会施設を借り上げる場合に要する経費の一

部を補助します。 
助成額・ 
補助の条件等 

補助対象 ： 年間借上料 
補 助 率 ： １／２     限 度 額 ： ３０万円 

申 請 期 間 等 当該年度の補助については、前年度の７月末日までに、事前相談が必

要です。 

事前相談がない場合は、当該年度中に対応できない場合もあります。 
交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会 
問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当  窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 

制 度 等 名 称 自治会等集会所用地借上補助金 事業番号 ３ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会又はその連合組織が地域活動としての集会を行うた

め、市の所有する以外の集会所用地を借り上げる場合に要する経費の

一部を補助します。 
助成額・ 
補助の条件等 

補助対象 ： 年間借上料 
補 助 率 ： １／２     限 度 額 ： １０万円 

申 請 期 間 等 当該年度の補助については、前年度の７月末日までに、事前相談が必要です。 

事前相談がない場合は、当該年度中に対応できない場合もあります。 
交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会 
問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 自治会等集会所建設費補助金 事業番号 ４ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会又はその連合組織が地域活動を行うため、その拠点

となる集会所を建設、購入又は修繕を行う場合に要する経費の一部を

補助します。 
助成額・ 
補助の条件等 

【建設費補助】 

補 助 率 ： １／２ 

基準単価 ： １２５，０００円（限度） 

限 度 額 ： ８００万円 

（500 世帯以上かつ 250 ㎡以上の大規模集会所は１，２００万円） 

【修繕費補助】 

補 助 率 ： １／３ 

限 度 額 ： １００万円（過去１０年間での交付累計額） 

※対象経費が 30 万円に満たない場合は補助対象となりません。 

申 請 期 間 等 当該年度の補助については、前年度の８月末日までに、事前相談が必

要です。 

事前相談がない場合は、当該年度中に対応できない場合もあります。 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会 

問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 

３．防犯・防災に関する助成制度 

制 度 等 名 称 防犯灯設置補助金 事業番号 ５ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会が自主的に設置・管理する防犯灯を対象に、設置費

用の一部を補助します。 
助成額・ 
補助の条件等 

＜環境配慮型防犯灯＞ 補助率：設置費の１／２ 
           限度額：１灯あたり３０，０００円 
           補助対象外：６０W を超える新設防犯灯 
＜専用柱＞      補助率：設置費の１／２ 
           限度額：１本あたり３３，０００円 
※環境配慮型防犯灯とは、LED 灯など、従来の蛍光灯・水銀灯などに

比べて光源が長寿命で省電力の防犯灯のことをいいます。 
従来の蛍光灯・水銀灯などの設置は補助対象外です。 

※１団体あたりの申請上限灯数：２０灯、専用柱は１０本 
 ５００世帯以上の大規模自治会は、４０灯、専用柱は２０本 

申 請 期 間 等 ５月末日までに交付申請書と添付書類を西区地域課企画・地域振興担

当へ提出してください。また緊急に修繕する場合、まずは修繕前にご

相談下さい。 
交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会 
問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 
 
 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp


21 

制 度 等 名 称 防犯灯電気料補助金 事業番号 ６ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会が自主的に設置・管理する防犯灯を対象に、電気料

の一部を補助します。 

助成額・ 
補助の条件等 

＜環境配慮型防犯灯＞（LED 灯など） 

補助率：９月分電気料金×１２か月（年間電気料の１０／１０相当） 

限度額：１灯あたり、６０W までの公衆街路灯の電気料  

＜その他の防犯灯＞ 

 補助率：９月分電気料金×６か月（年間電気料の１／２相当） 

 限度額：１灯あたり、１００W までの公衆街路灯の電気料 

★東北電力による「公衆街路灯管理一覧表」の配布は終了しました。 

 

必要添付書類： 

・９月分の電気料金領収書（その他、支払いを証する書類であれば可） 

・９月分の電気料金請求内訳書 

申 請 期 間 等 １１月末日までに交付申請書と添付書類を西区地域課企画・地域振興

担当へ提出してください。※申請書は９月頃、西区地域課から各自治

会に送付します。 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会 

問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★防犯灯の点検をお願いします  
防犯灯は地域で設置・管理していただいていますが、設置が古く、会長の世代交代などに

よって所有が不明確・あいまいになっているものや破損、球切れ、落下の危険性があるも

のもあります。随時、地域の防犯灯の点検をお願いします。 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 自主防災組織結成助成 事業番号 ７ 
助 成 等 対 象 自主防災組織を結成し、結成の届出後１年以内に自主的な防災訓練

を実施する場合、当該組織に対し、１組織１回を限度に結成助成を行います。 

助成額・ 
補助の条件等 

自主防災組織の加入世帯数に応じ、下の計算式によって求められた限

度点数の範囲内で調達可能な防災資機材を供与します。（ヘルメット、担

架など） 

 ただし、複数の自治会・町内会が加入する自主防災組織については、構

成する自治会等ごとに下の計算式により限度点数を求め、合計点数を限

度点数とします。 

限度点数＝50,000 点＋50 点×加入世帯数 

ただし、１自治会・町内会あたり 70,000 点を限度とします。 

また、１自治会・町内会あたり２本、防災のぼり旗を供与します。 

申 請 期 間 等 申請期限：自主防災組織結成の届出後、１年以内 

交付対象団体 自主防災組織 

問い合わせ先 西区総務課安心安全担当 窓口番号  ㊹  ０２５－２６４－７１２０ 

メールアドレス  somu.w@city.niigata.lg.jp 

 

制 度 等 名 称 自主防災組織活動助成金 事業番号 ８ 
助 成 等 対 象 自主防災組織が自主的な防災訓練を実施し、5 人以上の参加があった

場合に、防災資機材及び防災訓練に要した経費を対象に３／４の額の助

成金を交付します。 

新潟市が推奨する訓練メニューを行った場合には、上記に加え、 

経費の範囲内で 5,000 円以内の額を増額し、助成金を交付します。 

助成額・ 
補助の条件等 

条件：自主防災組織が自主的な防災訓練を実施し、5 人以上の参加があった場合 

参加人数 
通常の訓練の助成

限度額 

新潟市が推奨する訓練メニューを

行った場合の助成限度額 

５～１９人  ５，０００円 １０，０００円 

２０～２９人 １０，０００円 １５，０００円 

３０～３００人 ２０，０００円 ２５，０００円 

３０１～５００人 ２５，０００円 ３０，０００円 

５０１人～ ３０，０００円 ３５，０００円 
 

助成対象経費：防災訓練実施のための資機材購入費、その他防災訓練に

要した経費 

※複数の自治会・町内会で構成される自主防災組織については、構成自

治会等ごとに助成金額を算定し、合計額を交付します。なお、一定の要

件を満たす場合は 2 回目まで助成できます。 

申 請 期 間 等 訓練実施日の 14 日前までに申請、訓練実施後１ヶ月以内に実績報告書

の提出が必要です。 

交付対象団体 自主防災組織 

問い合わせ先 西区総務課安心安全担当 窓口番号  ㊹  ０２５－２６４－７１２０ 

メールアドレス  somu.w@city.niigata.lg.jp 

mailto:somu.w@city.niigata.lg.jp
mailto:somu.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 防災士育成助成金 事業番号 ９ 
助 成 等 対 象 地域で防災活動を行う組織が防災リーダーとしての活躍が見込まれる

人に対して、防災士の資格取得のために当該地域組織が負担する経費に

対し、助成金を交付します。 
※防災士…特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた人 

助成額・ 
補助の条件等 

【対象経費】 

・日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座の受講料 

・防災士資格取得試験受験料 

・防災士認証登録料 

・日本防災士機構へ納付する防災士資格取得特例規定による資格取得費用 

【助成額の上限】 

上記対象経費の１／２（３万円を限度とする） 

※予算の限りでの助成となります。（先着順、各団体１名） 
申 請 期 間 等 対象経費納入前に交付申請書の提出が必要です。 
交付対象団体 自治会・町内会、自主防災組織、地域コミュニティ協議会 
問い合わせ先 西区総務課安心安全担当 窓口番号  ㊹  ０２５－２６４－７１２０ 
メールアドレス  somu.w@city.niigata.lg.jp 

 

４．循環型社会づくりに関する助成制度 

制 度 等 名 称 ごみ集積場設置等補助金 事業番号 １０ 
助 成 等 対 象 ごみ集積場を管理する自治会・町内会に対して、ごみ集積籠の購入･修

繕費、看板設置費用の一部を助成します。 
助成額・ 
補助の条件等 

補助率 ： ３／４（ごみ集積場１か所につき） 
限度額 ： １５万円（１００円未満切り捨て） 

申 請 期 間 等 申請は随時、区民生活課生活環境係又は廃棄物対策課へ提出してください。 
交付対象団体 自治会・町内会、集積場管理団体 
問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 
メールアドレス kumin.w@city.niigata.lg.jp 

 
制 度 等 名 称 ごみ出し支援事業支援金 事業番号 １１ 
助 成 等 対 象 高齢者や障がい者などのごみ出しが困難な世帯に対し、自治会・町内

会・地域コミュニティ協議会・地区社会福祉協議会で募集するボランティ

ア等によるごみ出し支援を行う団体に支援金を交付します。 
助成額・ 
補助の条件等 

・燃やすごみなどを利用者の玄関先からごみ集積場へ排出した場合 
  利用者１名への支援で、１日につき１５０円が交付されます。 
・粗大ごみを利用者の家屋等から玄関先へ排出した場合 
 利用者１名への支援で、１日につき６００円が交付されます。 

申 請 期 間 等 申請は随時、区民生活課生活環境係又は廃棄物対策課へ提出してください。 
交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 
メールアドレス kumin.w@city.niigata.lg.jp 

 
 
 

mailto:somu.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 地域清掃活動費等補助金 事業番号 １２ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会等の団体が行う環境美化

活動で使用する用具等の購入、その他当該活動にかかる費用の一部を

助成します。 

助成額・ 
補助の条件等 

・地域での一斉清掃・側溝清掃活動等 

補助率：４／５  

限度額：＠250 円 × 参加者数 × ４／５（１００円未満切り捨て） 

・特定家電など排出禁止物の処理経費は対象外 

申 請 期 間 等 ・清掃活動を実施する前に、区役所の窓口又は廃棄物対策課への事前協議

が必要です。 

・他の補助金（事業番号 30：新潟市緑化活動推進事業等）を活用した活

動は除きます。 

・活動が終了した日から１カ月以内、年度内に区民生活課生活環境係ま

たは廃棄物対策課へ申請書を提出してください。 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、その他団体 

問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 

メールアドレス  kumin.w@city.niigata.lg.jp 

 
制 度 等 名 称 クリーンにいがた推進員制度 事業番号 １３ 
助 成 等 対 象  自治会・町内会等の単位でクリーンにいがた推進員（任期１年)を設

置し、推進員が活動する事により自治会等の世帯数に応じて協力金を

支払います。 

助成額・ 
補助の条件等 

・自治会・町内会等の単位で支給します。 

・活動報告書の提出が必要です。 
 

世帯数 ～50 
51 

～100 

101 

～150 

151 

～200 

201 

～300 

301 

～400 

401 

～500 
501～ 

協力金額

(円)※年額 
10,000  15,000  20,000  25,000  35,000  45,000  55,000  65,000  

申 請 期 間 等 申請書類は随時、区民生活課生活環境係又は廃棄物対策課へ提出して

ください。 

交付対象団体 自治会・町内会、集合住宅等は住民活動団体 

問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 
メールアドレス  kumin.w@city.niigata.lg.jp 

 
  

mailto:kumin.w@city.niigata.lg.jp
mailto:kumin.w@city.niigata.lg.jp


25 

制 度 等 名 称 集団資源回収活動奨励金 事業番号 １４ 
助 成 等 対 象 古紙（新聞・チラシ・雑誌・ダンボール・牛乳パック）、古繊維（古布・古着）

を回収する集団資源回収活動に対して、奨励金を交付します。 

また、集団資源回収活動に用いる資源物保管用倉庫の購入、新築、増改築及

び改修に必要経費の一部を補助するほか、活動を行う環境を整備するため、回

収用具の譲与を行います。 

助成額・ 
補助の条件等 

・奨励金 ： 回収量１キログラムあたり６円（年４回交付） 

奨励金の交付を受けようとする団体は、集団資源回収 

活動団体登録申請書兼口座振替申込書を市長に提出

し、登録しなければなりません。  

・保管用倉庫補助金 補助率：１／２ 

          限度額：下限２万円～上限１０万円 

          要 件：底面積が２．４㎡以上のもの。 

（増築の場合は２．４㎡以上） 

・譲与する用具：看板 

申 請 期 間 等 申請は随時、区民生活課生活環境係又は廃棄物対策課へ提出してください。

（※地域内での制度の周知についても、上記窓口へご相談ください） 

交付対象団体 自治会・町内会、老人クラブ・PTA、再資源化しようとする団体 

問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 

メールアドレス  kumin.w@city.niigata.lg.jp 

 
 
 

制 度 等 名 称 リユース食器普及事業 事業番号 １５ 
助 成 等 対 象 

 

使い捨て容器を削減するため、リユース食器の利用料金の一部を補

助します。 

助成額・ 

補助の条件等 

・対象事業：対象団体が市内でリユース食器を用いて飲食品を提供するイベント  

・補助率等：補助対象経費の総額の 1/2(10 円未満切り捨て) 

      上限 2 万円。ただし、会場内で参加者にリユース食器を

用いて 1,500 食以上の食品または飲料を提供するイベ

ントを開催する場合の上限額は５万円。 

※年間利用回数には上限があります。また、イベントの内容によって、

上限額が変わります。 

※リユース食器の紛失および破損等による弁償額は対象外です。 

申 請 期 間 等 利用日の 14 日前までに申請書等を提出してください。 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、NPO、その他営利を目的

としない団体 

問い合わせ先 環境部循環社会推進課企画グループ ０２５－２２６－１３９１ 

メールアドレス junsui@city.niigata.lg.jp 
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５．福祉・衛生に関する助成制度  
 
制 度 等 名 称 地域の茶の間支援事業（月１回・月２回以上） 事業番号 １６ 
助 成 等 対 象 地域の集会所や公民館などを利用して、子どもや高齢者、障がい者

等、誰もが気軽に集まり交流できる場である「地域の茶の間」を通じ、

住民同士が支え合うしくみづくりの構築を図るため、地域の茶の間の

活動主体に対して、開催頻度に応じた運営経費の助成を行います。 

助成額・ 
補助の条件等 

・月 1 回開催    ：助成上限額 2,500 円/月 

・月 2 回以上開催：助成上限額 5,000 円/月（※） 

※ 月 2 回以上開催する地域の茶の間については、３６月以内に週 1

回以上開催するための計画書の提出を助成の条件とします。 

・地域の茶の間支援事業（週１回以上）の交付を受けている活動主体

は原則、助成を受けることはできません。 

申 請 期 間 等 月単位で随時受付（各区社会福祉協議会が申請窓口となります。） 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 西区社会福祉協議会 ０２５－２１１－１６３０ 

メールアドレス ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp 

 

制 度 等 名 称 地域の茶の間支援事業（週 1回以上） 事業番号 １７ 
助 成 等 対 象 地域の集会所や公民館などを利用して、子どもや高齢者、障がい者

等、誰もが気軽に集まり交流できる場である「地域の茶の間」を通じ、

住民同士が支え合うしくみづくりの構築を図るため、週 1 回以上開催

する地域の茶の間の活動主体に対して、立ち上げ経費及び運営経費の

一部の助成を行います。 

助成額・ 
補助の条件等 

・初期費用（初年度のみ）：消耗品費、印刷製本費、備品購入費など 

             助成上限額 200,000 円/団体 

・運営経費：事業に係る経費。ただし、もっぱら飲食を目的とする経費は除く。 

      助成上限額 20,000 円/月×実施月数（年間） 

・地域の茶の間支援事業（月１回・月２回以上）の交付を受けている活

動主体は運営経費の助成を受けることはできません。 

申 請 期 間 等 月単位で随時受付 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 西区健康福祉課地域福祉担当  窓口番号 ⑬ ０２５－２６４－７３１５ 

メールアドレス  kenko.w@city.niigata.lg.jp 
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制 度 等 名 称 住民主体の訪問型生活支援 事業番号 １８ 
助 成 等 対 象 ボランティア団体、地縁団体、NPO 法人等が、要支援認定者等へ掃

除やゴミ出し、洗濯、調理、日常品等の買い物、電球交換、日常の生活

支援を実施する場合、その実施主体に対して運営経費等の一部の補助

を行います。 

助成額・ 
補助の条件等 

・初期費用（初年度のみ）：消耗品費、印刷製本費、備品購入費など 

             助成上限額 200,000 円/団体 

・運営経費：利用調整役の人件費、保険料、通信費など（従事者への人件費

等の直接経費は除く）  

      助成上限額 20,000 円/月×実施月数（年間） 

申 請 期 間 等 月単位で随時受付 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、ボランティア

団体、NPO 法人、その他 

問い合わせ先 西区健康福祉課地域福祉担当 窓口番号 ⑬ ０２５－２６４－７３１５ 

メールアドレス  kenko.w@city.niigata.lg.jp 

制 度 等 名 称 地域ふれあい事業助成 事業番号 １９ 
助 成 等 対 象 地域での世代交流・いきがい推進などの事業に対して助成します。 

助成額・ 
補助の条件等 

①世代交流 ②いきがい推進 ③ふれあい給食 ④デジタル推進 
⑤障がい者交流 

①高齢者から子どもまで、地域の様々な世代の方が集まり、交流で

きるような場づくり・イベントを開催する。 
②高齢者や障がい者等の日常生活の活性化のために、健康相談・趣

味の講座・健康チェック・体操などを実施する。 
③ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等の見守り・孤独感の解

消のために、会食会等を実施する。 
④スマホ教室など、誰もがデジタルを活用できるための取り組み。 

⑤障がい者と地域住民が交流できる事業を開催する。 

 ※⑤は障がい者施設のみ申請可 
助成金額：単独の自治会・町内会        １０，０００円 
     複数の自治会・町内会        ２０，０００円 
     地域コミュニティ協議会       ３０，０００円 

地区社会福祉協議会         ３０，０００円   

※年度内助成回数制限あり 
※⑤のみ、参集範囲に関わらず上限２０，０００円 

助成条件：実施主体が自治会・町内会の場合、原則そのエリア内を会

場とする事業。（備品購入、温泉旅行やアルコール飲料は対象外）

申 請 期 間 等 随時 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、地区社会福祉協議会、障がい者施設 

問い合わせ先 西区社会福祉協議会 ０２５－２１１－１６３０ 

メールアドレス  ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp 

mailto:kenko.w@city.niigata.lg.jp
mailto:ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp
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制 度 等 名 称 新潟市老人クラブ補助金交付事業 事業番号 ２１ 
助 成 等 対 象 老人クラブに対し、会員の教養の向上、健康増進、及びレクリエーショ

ン並びに地域社会との交流を総合的に実施する活動費について補助金を

交付します。 

助成額・ 
補助の条件等 

・補助額：活動割３,０００円×年間活動月数 

（６ヶ月以上の活動があること） 

会員割３６０円×４月１日現在の会員数 

（６０歳以上で会費を納入している会員のみ） 

・条件：次に該当するクラブ（抜粋） 

(１)当該年度の４月１日現在結成していること。 

(２)クラブの規模はおおむね３０人以上であること。 

(３)会員年齢は６０歳以上であること。 

(４)会員はクラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住して

いること。 

申 請 期 間 等 ６月末迄（土日祝日その他閉庁日を除く） 

交付対象団体 老人クラブ 

問い合わせ先 西区健康福祉課高齢介護担当 窓口番号 ⑬  ０２５－２６４－７３３０ 

メールアドレス  kenko.w@city.niigata.lg.jp 

  

制 度 等 名 称 歳末たすけあい事業助成 事業番号 ２０ 
助 成 等 対 象 歳末時期に地域で実施する福祉事業に対し、歳末たすけあい募金の配

分金を財源として助成を行います。地域住民の交流・地域福祉を考える

場づくりを支援します。 

助成額・ 
補助の条件等 

助成金額： 
世帯数 ２００未満 ２００～ ４００～ ６００～ 

助成上限 20,000 円 40,000 円 60,000 円 80,000 円 

地域コミュニティ協議会・地区社会福祉協議会 助成上限/100,000 円 

※募金が財源のため、多くの申請があった場合は助成金額を調整します。 

対象経費：会場費、機材等賃借料、広報費、ボランティア行事用 

保険料、講師等謝礼（1 組 1 万円が上限）、食材費 

飲食品（参加者数×1,000 円が上限） 

※備品購入費やアルコール飲料は対象外です。 
対象期間：①１０月１日~１１月２０日に開催する事業 

②１１月２１日～翌１月３１日に開催する事業 
助成条件：（１）年齢や性別、障がいの有無に関係なく、地域住民全てが

参加しやすい事業にすること。 

     （２）案内チラシ、会場に西区社会福祉協議会 歳末たすけあ

い事業と明記・掲示して、当日募金箱を設置 

申 請 期 間 等 上記①②の期間を確認し、社会福祉協議会へ申請書を提出してください。 
申請締切：①８月２９日(金)まで ②１０月３１日(金)まで 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、地区社会福祉協議会 

問い合わせ先 西区社会福祉協議会 ０２５－２１１－１６３０ 

メールアドレス  ward-csw.w@syakyo-niigatacity.or.jp 

mailto:kenko.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 敬老祝会助成事業 事業番号 ２２ 

助 成 等 対 象 長年社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、地域で長寿を祝い、

広く市民の高齢者福祉に対する理解と関心を高め、高齢者の福祉の増

進を図るため、自治会や地域コミュニティ協議会が９月～１０月に実

施する地域交流を目的とした敬老祝会に対し、かかる経費の一部を助

成します。 

助成額・ 
補助の条件等 

・対象地域：東区、中央区、秋葉区、西区 

・自治会や地域コミュニティ協議会が 9 月～1０月に実施する地域交

流を目的とした敬老祝会に係る経費（事務費、会場費、会で出される飲

食代（アルコールは除く）、祝品代など）に対する助成 

・かかった経費のうち、一人当たり 1,000 円を上限に助成 

ただし、団体ごとに下記上限額の範囲内 

自治会・町内会：30,000 円/団体 

地域コミュニティ協議会：200,000 円/団体 

申 請 期 間 等 ７月１日から７月 31 日までに健康福祉課地域福祉担当へ申請してく

ださい。 
交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会 
問い合わせ先 西区健康福祉課高齢介護担当 窓口番号 ⑬ ０２５－２６４－７３３０ 
メールアドレス  kenko.w@city.niigata.lg.jp 

制 度 等 名 称 衛生害虫駆除用薬剤購入費補助 事業番号 ２３ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会が購入する衛生害虫駆除用殺虫剤の経費を補助します。 
助成額・ 
補助の条件等 

補助額：補助対象薬剤の単位当りの補助基準額と購入額を比較し、 
少ない方の額に購入量を乗じて得た額の１／２ 

補助の対象となる薬剤の種類 
・有機リン系殺虫剤、ピレスロイド系殺虫剤、昆虫成長制御剤、 

有機塩素系殺虫剤 
・購入前に薬種・散布場所等についてご相談下さい。 

※農薬、園芸用、アメシロ駆除用薬剤及び家庭用殺虫剤は除きます。 

申 請 期 間 等 月単位で随時受付。補助金交付申請書兼実績報告書及びその他必要書

類を添付し、区民生活課又は保健所環境衛生課に提出してください。 

交付対象団体 自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会 
問い合わせ先 西区区民生活課生活環境係 窓口番号 ①  ０２５－２６４－７２６１ 
メールアドレス kumin.w@city.niigata.lg.jp 

mailto:kenko.w@city.niigata.lg.jp
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６．私道・除雪・排水ポンプ等に関する助成制度 

制 度 等 名 称 私道等整備費助成 事業番号 ２４ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会が施工する一定基準の私道等の舗装新設・修繕、側

溝新設・修繕、交通安全施設（防護柵）新設・取替の工事費を、予算

枠の範囲で助成します。 

助成額・ 
補助の条件等 

・対象基準工事費又は当該工事費のいずれか少ない額の１／２ 

・家屋連担地域内における幅員２メートル以上のものでかつ次に該当

するもの 

(1)道路の両端が公道に接続 

(2)道路の一端が公道に接続し、かつ、他の一端が幅員２ｍ以上の私道

等に接続 

(3)道路の一端が公道又は幅員２ｍ以上の私道等に接続し、かつ、他の

一端が公共施設等に通じるもの 

(4)道路の一端が公道に接続する幅員２．５ｍ以上の袋小路で、奥行３

０ｍ以上のもの又は５戸以上の家屋が接するもの 

・該当する私道等が法定外公共物である道路の場合は、上記(1)～(4)

の幅員が１．８ｍ以上であれば対象となります。 

申 請 期 間 等 当該年度の補助については、前年度の７月末頃までに確認申請と見積

書の提出が必要です。 

交付対象団体 自治会・町内会 

問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 

制 度 等 名 称 自治会除雪助成 事業番号 ２５ 
助 成 等 対 象 自治会・町内会が経費を負担し、除雪業者等に依頼し道路の除排雪

を行った場合に費用の一部を助成します。 
助成額・ 
補助の条件等 

○建設機械（グレーダー、ドーザ、ローダ等をいう。）で除排雪をした

とき。（安全確保のために誘導員、又は補助員を付け加えた場合も含む）。

…公道除雪の道路除排雪費（市が別に定める基準により計算した道

路除排雪費と自治会が負担する道路除排雪費とを比較していずれか

小さい額とします。以下同じ。）の全額とします。 

私道等除雪は、１回目は道路除排雪費の２分の１助成、同一路線の２

回目以降は４分の３助成とします。 

○農業用トラクターで除雪をしたとき。（安全確保のために誘導員、又

は補助員を付け加えた場合も含む）。 

…公道除雪の道路除排雪費の全額とします。 

私道等除雪は、１回目は道路除排雪費の２分の１助成、同一路線の２

回目以降は４分の３助成とします。 

○排雪運搬用トラックで排雪をしたとき。（安全確保のために誘導員、

又は補助員を付け加えた場合も含む）。 

…道路排雪費（市が別に定める基準により計算した道路排雪費と自治会が

負担する道路排雪費を比較していずれか少ない額）の全額とします。 
申 請 期 間 等 除雪を行った年度内（降雪状況によっては次年度４月中旬まで） 
交付対象団体 自治会・町内会 

問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス  kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 

mailto:kensetsu.w@city.niigata.lg.jp
mailto:kensetsu.w@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 新潟市歩道除雪奨励金交付制度 事業番号 ２６ 
助 成 等 対 象 新潟市管理道路の歩道除雪において、自治会・町内会、地域コミュニテ

ィ協議会、PTA 等が自主的に実施する歩道除雪に対し奨励金を交付しま

す。 

助成額・ 
補助の条件等 

・補助対象内容……除雪機械（ハンドガイド式）や、スコップ・スノーダンプ等

の除雪道具を使用し、歩道上の一定幅員や道路横断箇所にお

いて、雪を除去する作業を対象とする。 

・奨励金の交付額…①基本額として、1 人 1 回あたり 500 円（1 日２回を限度

とする。）            

②実績額として・除雪延長１０ｍあたり１３０円 

                ・道路横断箇所除雪１箇所あたり１３０円 

         ③奨励金は１団体当たり２０万円を限度とする。 

・補助の条件………○交付対象となる積雪深は歩道の積雪が概ね１０ｃｍに達し

ている場合とする。など 

申 請 期 間 等 随時 ※ただし、除雪実施前に必ず団体としての登録申請が必要。 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 
 

制 度 等 名 称 新潟市歩道除雪機械購入補助金交付制度 事業番号 ２７ 
助 成 等 対 象 「新潟市歩道除雪奨励金交付制度」に登録する団体を対象に、歩道除雪

機械を購入する際の費用の一部を補助します。 

助成額・ 
補助の条件等 

補助対象内容：ハンドガイド式歩道除雪機械の購入費（中古品は対象外） 

補助金の交付額：購入に要する費用の２分の１以内の額 

上限額：100 万円/団体 下限額：10 万円/団体 

補助の条件 

・購入初年度は、各区建設課が開催する機械操作研修会に参加すること。 

・補助金交付年度から４年間は「新潟市歩道除雪奨励金交付制度」の団体登録を

行うこと。 

・機械購入日から４年を経過する日までの間は、当該機械の転売・売払い・譲渡・

交換又は廃棄をしてはならない。など 

申 請 期 間 等 随時 ※予算の範囲内での助成となりますので、事前に建設課管理係へ

ご相談ください。 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス  kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 
 

制 度 等 名 称 応急排水ポンプ維持管理費助成 事業番号 ２８ 
助 成 等 対 象 応急排水ポンプの施設について、自治会・町内会が設置し、かつ、これ

を維持管理する費用のうち、必要と認めた額の一部を助成します。 
助成額等 補助率 ： ４／５以内 
申 請 期 間 等 年度当初 
交付対象団体 自治会・町内会 
問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス  kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 

mailto:kensetsu.w@city.niigata.lg.jp
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７．その他の助成制度 

制 度 等 名 称 公園愛護協力費 事業番号 ２９ 
助 成 等 対 象 公園愛護会が行う公園の除草、清掃などの活動や事故などの通報に

対する謝礼です。 

助成額・ 
補助の条件等 

各地区の公園の維持・管理活動に対して、公園愛護会単位で支払いま

す。 

助成額：１公園あたり１９,０００円＋面積割 

（１００㎡あたり２,５００円） 

限度額：１公園あたり２０万円 

・公園愛護会は任意団体で、老人クラブ、婦人会等で組織している場

合もあり、自治会とは必ずしも一致しません。 

・新規で公園愛護活動をはじめる場合は西区建設課に相談してくださ

い。 

交付対象団体 公園愛護会 

問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス  kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 

制 度 等 名 称 新潟市緑化活動推進事業 事業番号 ３０ 
助 成 等 対 象 公園・道路・河川などで緑化活動を行う自治会・町内会、ＮＰＯ法

人、その他概ね５人以上で組織する任意のグループに対し花苗・種・

球根の購入費を補助します。 

助成額・ 
補助の条件等 

助成内容：花苗・種・球根の購入に対する補助 
条 件：活動場所が、公園、道路、河川敷又は公共施設敷地内で外部

から植栽が確認できる場所であること。 
    活動についてはあらかじめ活動場所の管理者に植栽及び維持

管理等について許可を得ること。 
    実施後は適切かつ継続して維持管理を行うこと など。 
限度額：５万円（消費税込み） 

申 請 期 間 等 随時※予算の範囲内での助成となります。事業着手前に申請が必要で

す。 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、その他非営利団体 
問い合わせ先 西区建設課管理係 窓口番号  ㉜  ０２５－２６４－７６６１ 

メールアドレス  kensetsu.w@city.niigata.lg.jp 
 

mailto:kensetsu.w@city.niigata.lg.jp
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令和２年度に西区自治協議会では、管理不全な 

空き家いわゆる「迷惑空き家」を増やさないため

に、我が家が空き家になったときのことを元気な

うちに家族で話し合うきっかけになるよう、ポス

ターや映像を作成して啓発に取り組みました。 

ポスターは、自治会の皆さまからの協力を得

て、掲示板や施設に掲示いただくことで啓発して

います。 

映像は、家族で話し合うことの大切さや管理の 

ポイントをまとめ、ＤＶＤ（約５分）として各地 

域コミュニティ協議会に配布しています。また、 

西区役所地域課にも貸出用に設置していますの

で、自治会の会合で上映するなど、ぜひご活用く

ださい。 

 

[問い合わせ先] 

西区自治協議会事務局（西区役所地域課） 

電話 ０２５－２６４－７１６１ 

  

制 度 等 名 称 空き家活用推進事業（地域活動活用タイプ） 事業番号 ３１ 
助 成 等 対 象 空き家の有効活用を推進することを目的として、空き家や除却後の跡地

を、地域の課題解決や活性化に向けた地域活動の拠点として活用する団体

に対し、その経費の一部を補助します。 

助成額・ 
補助の条件等 

補助対象内容には①②の 2 種類があります。 

①活用 

補助対象：空き家を集会施設等で活用するための改修工事（外構含む） 

補助率等：工事費の 1/3、上限 100 万円 

（併せて耐震改修を行う場合、上限 200 万円） 

②跡地活用 

補助対象：跡地活用のための空き家の除却工事、外構整備工事 

補助率等：工事費の 1/３、上限 50 万円 

申 請 期 間 等 4 月～12 月 ※予算が無くなり次第終了 

交付対象団体 地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、その他営利を目的としない団体 

問い合わせ先 建築部住環境政策課空き家対策・活用推進室 ０２５－２２６－２８１３ 
メールアドレス  jukankyo@city.niigata.lg.jp 

「迷惑空き家」を増やさないために 

作成したポスターイメージ 

mailto:jukankyo@city.niigata.lg.jp
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制 度 等 名 称 地域活動補助金 事業番号 ３２ 
助 成 等 対 象 【地域活動補助】 

地域コミュニティ協議会や自治会・町内会、ＮＰＯなどが行う地域

福祉・教育・防災防犯・環境美化・地域計画策定・人口減少対策（移住

支援、空き家・空き店舗の利活用）・各種イベントなどの活動などに要

する経費に対して助成を行い、地域住民による自主的・主体的な地域

課題解決、地域活性化のための活動を支援します。 

 

【設備整備補助】 

 住民が自主的に行う地域活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく

自治意識を盛り上げることを目指し、地域団体が行う設備の整備を対

象に費用の一部を補助します。 

 

助成額・ 
補助の条件等 

【地域活動補助】 

補助率：Ａ型：重点分野※事業（年間継続した活動） 補助率 10/10 

    ※重点分野：地域福祉・教育・防災防犯・環境美化・地域計画

策定・人口減少対策（移住支援、空き家・空き店

舗の利活用） 

    Ｂ型：コミ協広報紙発行事業 補助率   3/4 

    Ｃ型：地域交流等      補助率  1/2 

※上記のほか地域コミュニティ協議会重点事業枠を設定 

（コミ協が選ぶ１事業 10/10 補助） 

限度額：自治会・町内会、地域コミュニティ協議会上限 20 万円 

（２つ以上の小学校区で構成されているコミ協の場合 40 万円）  

 その他の非営利団体上限 10 万円 

※地域活動補助の交付決定は、申請先着順となっています。ご利用さ

れる場合は、お早目の提出をお願いします。 

 

【設備整備補助】 

補助率：１／２ 

補助対象経費：20 万円以上 

補助限度額：下限１０万円～上限３０万円 

申請期限：５月末日まで（７月上旬頃、交付・不交付の決定） 

 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、連合自治会、その他非営利団体 

問い合わせ先 西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷ ０２５－２６４－７１７２ 
メールアドレス  chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 
  

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp


35 

制 度 等 名 称 市民活動保険 事業番号 ３３ 
助 成 等 対 象 ボ ラ ン テ ィ ア 等 公 益 的 な 市 民 活 動 中 の ケ ガ や 事 故 を 対 象

とし た 保険 制 度で す。 対 象と な る活 動は 以 下の と おり です 。 

(1) 新 潟 市内 の 地 域コ ミ ュニ テ ィ協 議会 、自 治 会・町 内 会、

その 他 地域 団 体が 、計 画 的に 行 うボ ラン テ ィア 活 動  

(2) 新 潟 市 の 主 催 、 共 催 、 依 頼 事 業 に 従 事 す る ボ ラ ン テ ィ

アの 活 動  

補償内容・ 
金額等 

【傷害保険】死亡：５00 万円、後遺障害：１５万円～５00 万円 

入院：1 日あたり 3 千円、通院：1 回あたり 2 千円 

【賠償保険】対人：１名・1 事故につき上限１億円 

対物：1 事故につき上限 1 億円 

      受託者賠償：1 事故につき上限 100 万円 

（自己負担額 1 万円） 

申 請 期 間 等 事故発生後速やかに市民活動事故発生通報書を提出してください。 

交付対象団体 自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、その他 

問い合わせ先 (１)西区地域課企画・地域振興担当 窓口番号  ㊷  ０２５－２６４－７１７２ 

(２)各事業担当課 
メールアドレス chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

 
 
制 度 等 名 称 新潟市バス停上屋等整備事業補助金 事業番号 ３４ 
助 成 等 対 象 バ ス 利 用 者 の 増 加 を 図 り 、 地 域 の 移 動 手 段 を 確 保 す る た

め 、個 人 や法 人 、地 域団 体 が必 要 とす るバ ス 停付 近 のベ ンチ

や上 屋 など を 設置 する 際 に経 費 の半 額を 補 助す る もの です 。 

助成額・ 
補助の条件等 

補助対象事業：バス停ベンチ、上屋、情報案内システム 

補助対象経費：調査・設計費、材料費、工事費等 

補助上限額：ベンチ 25 万円、上屋 400 万円、 

情報案内システム 400 万円 

申 請 期 間 等 交付申請前の事前相談も受け付けています。 

実績報告書は、事業完了後 30 日以内、または当年度の 3 月 15 日

のいずれか早い日に提出できるものとしています。 

交付対象団体 地域活動団体(自治会・町内会、連合自治会、地域コミュニティ協議会、

その他)、個人、法人 

問い合わせ先 都市政策部都市交通政策課 ０２５－２２６－２７５３ 
メールアドレス kotsu@city.niigata.lg.jp 

 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
mailto:kotsu@city.niigata.lg.jp


MEMO 
                              

                              

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                         ⻄区特産農産物「いもジェンヌ」 

PR キャラクター いもジェンヌちゃん 
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第４章 自治会・町内会のよくあるＱ＆Ａ 

 

目 次 

【組織について】                               

Q１  自治会と町内会は違うのですか？ 

Q２  規約とはどんなものですか？ 
Ｑ３  転入者などに加入を断られて困っています。どうすればいいですか？ 

Ｑ４  加入のメリット（住民にとってプラスになること）について、どのように

説明すればいいですか？ 

【運営について】                               

Ｑ５  会長を引き受ける人がいなくて困っています。どうすればいいですか？ 

Ｑ６  後継者育成への取り組みは、どのようにすればいいですか？ 

Ｑ７  会費を納入してくれない人がいて困っています。どうすればいいですか？ 
Ｑ８  会費の中に各種募金等を含んだ額を徴収してもいいですか？ 
Q９  トラブルを市で解決してもらいたいのですが、市では自治会・町内会の指

導はできないのですか？ 
Ｑ10  活動での困りごとは、どうしたらいいですか？ 

Q11  事務量が多くて困っています。何かいい方法はありませんか？ 

【市やその他団体との関係について】                      

Q12  完全任意な組織といいながら、なぜ市は、決算書の提出を求めるのですか？ 
Q13  自治会・町内会事務委託とはどのようなものですか？ 

Q14  回覧文書が多くて困っています。 

Ｑ15  会長が変更になった場合の手続きについて教えてください。 

Q16  市に提出する補助金申請の書類が多くて困っています。 

Ｑ17  地域コミュニティ協議会との関係について、どのように住民に説明すれば 

いいですか？ 

Q18  市からの依頼のほかに、自治会・町内会に依頼されるものとして、どんな 

ものがありますか？ 

【その他】                                  

 Q１９ ゴミ出しや除雪、買い物、電球交換など、日常生活のちょっとした困りご

とを抱えている人がいます。地域で支援したいがどうしたらよいですか？

また、地域の茶の間を立ち上げたいがどうしたらよいですか？ 
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【組織について】                               

 

 

 同じものです。現在、新潟市内には自治会・町内会が、約 2,000 団体あります。

その多くは「自治会」や「町内会」という名称を使っていますが、「～会」などとい

う名称の団体もあります。 

 

 

 規約とは、活動を行う団体などの自主的なルールを文書で示したものです。基本的

なルールがあると団体として活動しやすいことから、自治会・町内会をはじめ、ＮＰ

Ｏやボランティア団体でも、そのルールを会則や規約などの形に定めている場合が一

般的です。 

 

 自治会・町内会の中には、ルールなどが慣習によって決められていて、明文化され

ないところもあります。それもひとつの自主ルールのあり方ですが、住民意識の高ま

りもあるため、規約などがあった方が、活動のやりやすさの点において好ましいとい

えるでしょう。 

※参照 西区役所ホームページ｜資料編（２～７ページ） 

 

 

 

 自治会・町内会は、「地縁に基づく任意団体」であり、地域に住む人たちの自由な

意志によって結成された団体であることから、加入の強制はできません。 

 

 しかしながら、自治会・町内会は、生活に一番身近な自治組織で、「住みよい地域

をつくっていくこと」を目的に、住民同士の交流を進めている団体ですので、そのこ

とを相手の方に伝えてみてはどうでしょうか。団体の目的や活動内容等について説明

し、理解を得ていただくよう努めてみてください。 

 

また、他地域からの転入者だけでなく、既に加入している人の中でも、自治会・町

内会が作られた目的や、どういった活動をしている団体なのかわからないという人も

います。団体内の透明性をより高めるためにも、会報を作成し、回覧などにより、行

事や活動を積極的に広報していくことが大切です。 

 

※なお、事情により自治会に加入されない方・退会される方へ、以下のように別途

対応している事例もございます。 

・清掃当番や利用料を負担することで、自治会のごみ集積場の利用を認める。 

・自治会費の代わりに、防犯灯の維持管理や除雪などの共益費を徴収する。 

  

Ｑ３ 転入者などに加入を断られて困っています。どうすればいいですか？ 

Ｑ１ 自治会と町内会は違うのですか？ 

Q２ 規約とはどんなものですか？ 
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自治会紹介チラシのフォーマットを提供します！ 

「新しく引っ越して来た人などに自治会のことを説明できる資料があると 

いいな」という声にお応えし、地域課で作成したチラシを提供します。 

 

★チラシ原本 1 部提供します。 

★新潟市ホームページからダウンロードも可能です。 

新潟市トップページ＞西区＞西区の取り組み＞ 

自治会・町内会＞自治会・町内会長様へのご案内      

★印刷やコピーは各自治会でお願いします。 

 

 

 

 自治会・町内会に入ることで、次のようなメリットが考えられます。 

・地域の中に顔見知りができ、言葉をかけ合える関係が生まれる。 

・いざという時に声をかけ合い、助け合える関係が生まれる。 

・地域の中で生きがいや楽しみを見つけることができる。 

・会員が増え、活動が活発になることで、より暮らしやすいまちになる。 

 

 自治会・町内会の活動の先には、安心で安全な地域社会があります。地域の中で一

人ではないという安心感を生みだす場として存在する団体と考えることもできます。

地域の中に一人も声をかける人、かけてくれる人がいないとしたら…と想像してみて

ください。 

 住民から「自治会・町内会なんて何をしているかわからない、なんだか面倒だ」「自

治会・町内会なんて私には関係ない」などの話があったら、次のように説明してみて

はどうでしょうか。 

 

【参考】…皆さんが夜でも安心して帰れるように、防犯灯を設置し、夜道を明るく照

らしています。 

    …ごみステーションの設置や、清掃活動を行い、地域の美化に努めています。 

    …市役所が除雪する道路以外の地域の除雪について、経費を負担し、業者に

依頼して除雪を行っています。 

    …回覧板や会報を通じて、近所の道路工事の予定や防犯に関する情報をいち

早くお知らせし、生活に役立ててもらっています。 

 

 

  

Ｑ４ 加入のメリット（住民にとってプラスになること）について、どのように説

明すればいいですか？ 

リンクはこちら↓ 
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【運営について】                               

 

 

 

会長の選出方法や任期は自治会・町内会ごとに異なり、会長職を引き受けやすい

ように、団体によって様々な工夫をしています。 

・仕事を分担するなど、会長の負担を軽減する。 

・会長職を加入世帯に順番に回すなど、役職を順番に経験するように決める。 

・会長の任期制（２期４年など）や定年制を設ける。 

・会長や副会長の交代時期をずらしたり、副会長を複数選出したりするなど、役

員の総入れ替えを防ぐ。 

・事務員を雇って役員の作業負担を減らす。 

 

団体の規模や活動内容、地域の実情に沿って、役員の選出方法や任期について、

地域で話し合ってみてはどうでしょうか。 

 

 

 

若い世代が自治会・町内会活動へ参加しやすい環境を整えるために、以下のこと

を心がけてみましょう。 

  ・会合や行事日程を、若い世代が参加しやすい曜日や時間に設定する。 

  ・仕事を分担して、1 人当たりの負担を軽減する。 

  ・様々な世代が参加できるイベントを企画して、活動へ参画してもらう。 

   例） 親睦会と避難訓練を一緒に行う。 

 

多数の会員が自治会・町内会活動にかかわりやすいよう、以下のことを心がけて

みましょう。 

  ・年齢、性別等のバランスのとれた役員構成となるよう努める。 

   （多様な人材が役員を務め、様々な立場からの意見が交わされることで、活性

化につながっていく。） 

  ・一役員による複数役職の兼務を避けるよう努める。 

   （多くの住民から、役員を務めてもらうことにより、みんなが参加する開かれ

た団体になる。） 

  ・規約で役員の任期を適切に定める。 

  （一定期間で役員交代していくことで、役員メンバーの新陳代謝を高め、新た

な考え方、やり方を取り込んでいくことができる。） 

 

  

Ｑ６ 後継者育成への取り組みは、どのようにすればいいですか？ 

Ｑ５ 会長を引き受ける人がいなくて困っています。どうすればいいですか？ 
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自治会・町内会の会費は、地域の皆さんで話し合いのうえ決める（決めた）もので

あり、団体ごとに会費の額や徴収方法は異なっています。 

 他の地域から転入された方から「会費が高い」などの意見が出た場合や、会費を納

入してもらえない場合には、会費がどういったことに使われているのか内訳を説明す

るなどして、理解が得られるように努めてください。また、アパート等の集合住宅に

入居している人の会費は、アパートの管理者等に相談するのも一つの方法です。 

 一方で、会費の額について定期的に地域の皆さんで話し合う場を設けることも、考

えてみてはどうでしょうか。 

 

 

 

自治会・町内会によっては、会費以外に各種募金、氏子会費などをいただいてい

るところもありますが、これらの徴収に関する意見等が寄せられています。 

 募金は任意であり、強制力を伴わないものです。会員から疑義の声が上がるよう

でしたら、集め方等について総会や役員会で話し合ってください。 

 

 また、氏子会費の集め方はこれまでの慣習で取り組んでいる面がありますが、会

員から疑義の声が上がるようでしたら、自治会・町内会の総会や役員会で話し合っ

てください。氏子会費の集め方も自治会・町内会費とは別に、会計を設けて氏子で

管理し、個別に会費を徴収するなど、地域の実情に応じた一番良い方法について話

し合ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ７ 会費を納入してくれない人がいて困っています。どうすればいいですか？ 

Ｑ８ 会費の中に各種募金等を含んだ額を徴収してもいいですか？ 

＊事例＜寄せられた意見等＞ 

・回覧版をまわして募金や会費を集めるのはおかしい。 

・募金は任意であるはずなのに、最初から自治会・町内会費の中に募金が含まれていて、強制的

に徴収するようになっている。 

・募金袋に氏名や金額を記入する欄があり、誰がいくら募金したかわかるような方法は見直して

ほしい。 

・回覧版で氏子会費を集金している。集め方について意見を言うと、異端視される。 

 

【参考】 

■氏子会費に関する裁判事例 (H14.4.12 判決) 

・神社が宗教性を持つことは否定できない。 

・自治会及び町内会は自治体ではないから、直ちに憲法第 20 条(政教分離の原則)、同第 89 条(宗

教団体への公金支出制限)に抵触するとはいえない。 

・社会的許容限度を超えるものであるときは、民法第１条(公共の福祉・信義誠実の原則、権利

濫用の禁止)、同第 90 条(公序良俗)に照らし、違法と評価すべきである。 

・自治会は任意団体であるが、自治会そのものは同じ地域に二つあるものではなく、地元住民に

とって、強制加入団体に準じる要素がある。 

・以上のことから、自治会会員はそれぞれの価値観を持ち、信仰についても一人一人様々である

ことが前提となる。 

・神社への支出(氏子会費)も、宗教上の行為への参加を強制するものであると認められる。 

・神社への支出は信教の自由を侵害するものとして、民法の趣旨に照らして違法な行為である。 
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 戦前には区市町村の下部組織とされていた時期もありましたが、現在、自治会・町

内会は自立した任意組織という位置づけです。 

 自治会・町内会は、地域住民の方々が自主的・自立的に組織した任意組織であり、

法律により設置義務のある組織ではありませんが、私たちの生活に一番身近な住民組

織となっています。 

 これらのことから、市では、自治会・町内会と事務委託契約を結ぶなど、住民と行

政との協働により、お互いに対等な立場でよりよい地域づくりを行っています。 

 また、市が自治会・町内会の運営や活動等にまで立ち入って指導することは、活動

の自主性や自立性を阻害することになりますので、団体内のトラブルについては、内

部で十分協議し、解決してください。 

 
 
 
 

区役所では、弁護士相談を開催しています。詳しいことは、区民生活課へお問い 

合わせください。西区区民生活課 TEL０２５－２６４－７２１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自治会・町内会によっては、会長が全ての業務を行うということではなく、役員で

分担して対応しているところもあります。 

 また、専任ということではなく、週の何日かに数時間程度のような形で、有償で事

務局員を雇っている自治会・町内会もあるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q９ トラブルを市で解決してもらいたいのですが、市では自治会・町内会の指導

はできないのですか？ 

Q１０ 活動での困りごとは、どうしたらいいですか？ 

Q１１ 事務量が多くて困っています。何かいい方法はありませんか？ 

【相談内容】 

暮らしの中で起きる法律上の問題でお困りの方に弁護士による法律相談を行っています。

予約制ですのであらかじめ電話で各会場へお申し込みください。相談は、一人 30 分以内の

面談で、同じ案件では一回限りです。 

【相談日程】第 2・4 木曜日 午後 1 時 15 分から午後 4 時 15 分（祝日、年末年始を除く） 
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【市やその他団体との関係について】                      

 

 

 

 

 自治会・町内会は市の補助的下部組織ではなく自立した任意組織であり、行政の関

与は最小限に留めるべきですが、昨今の公金支出に対する透明性確保の意識の高まり

から、自治会・町内会事務委託の履行の確認書類として決算書の提出をお願いしてい

ます。 

 ※自治会・町内会の総会が終わりましたら、決算書の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 市では、全市にかかる情報は広報紙の「市報にいがた」やテレビなど、各区にかか

る情報は広報紙の「区だより」などにより広報しています。 

しかし、防災に関するお知らせや工事のお知らせなど、緊急性・重要性のある情報

もあることから、自治会・町内会と市の間で「自治会・町内会事務委託」の契約を結

び、この契約に基づき各事業所管課から自治会・町内会に文書の回覧・各戸配布・掲

示等や、調査事務、行政への協力のお願いをしています。 

 

 

 

 

 自治会・町内会と市とは自治会事務委託契約を結んでおり、その業務の一つとして

文書を回覧・配布していただく行政連絡事務をお願いしています。そのことから、自

治会・町内会には市の様々な部署から回覧文書等の依頼が届きます。 

主に、毎月の１日と１５日を基準日として、回覧を行っていただくようお願いして

います。 

 

 市では、同様の声を聞いていることから、広報手段として回覧・配布の安易な依頼

をしないなど、自治会・町内会に負担をかけないように努めていきます。 

  

Q１２ 完全任意な組織といいながら、なぜ市は、決算書の提出を求めるのです

か？ 

Q１３ 自治会・町内会事務委託とはどのようなものですか？ 

Q１４ 回覧文書が多くて困っています。 
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 会長が変更になった場合、各種変更届けが必要です。詳しくは各区担当課へお問

い合わせください。また、会長職の引き継ぎについても遺漏のないよう円滑に行っ

てください。 

※変更手続きについては、１５ページ「自治会長・町内会長 変更の手続きについて」

をご参照ください。 

 

＜必要手続＞ 

提出書類 担当課 備考 

自治会等設立・解散・変更届 地域課 ※  

口座振替申込書 地域課 通帳の写しを添付 

告示事項変更届 地域課 認可地縁団体の場合、議事録を添付 

公園愛護代表者変更届 建設課 
自治会・町内会長が公園愛護代表者

を兼任している場合 

集団資源回収登録事項変更・

廃止届 
区民生活課 集団資源回収の登録をしている場合 

ごみ出し支援事業登録事項変

更・廃止届 
区民生活課 

ごみ出し支援事業の登録をしている

場合 

自主防災組織代表者変更届 総務課 ※ 自主防災組織を結成している場合 

 

※自治会長が自主防災組織代表者を兼ねており、それぞれの代表者が変更になる場合

は、自治会等変更届を地域課に提出する際にお伝えいただければ、総務課への別途

提出は不要です。 

 

 

 

平成 27 年度より事務委託と補助金等の振替口座が同一である場合、「口座振替申

込書（兼受領委任状）」をご提出いただければ、登録内容に変更がない限り、補助金

等への口座振替申込書の添付を不要とする取り組みを開始しました。 

書類提出にお手数をお掛けしていますが、公金支出の客観性や透明性確保のため、

ご協力をお願いします。 

 

  

Ｑ１５ 会長が変更になった場合の手続きについて教えてください。 

Q１６ 市に提出する補助金申請の書類が多くて困っています。 
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自治会・町内会が、身近な人と助け合い、協力し合う住民組織であるのに対し、

地域コミュニティ協議会は、概ね小学校区単位で組織され、より広域にわたる地域

課題に取り組んでいます。 

 

地域コミュニティ協議会の構成団体として自治会・町内会が入り、上下関係で結

ばれたものではなく、活動を進めるうえでの中心的な役割を果たしています。自治

会・町内会が、地域コミュニティ協議会に加入していると、他の団体（PTA、民生・

児童委員、NPO など）と繋がりを持ち、協力し合うことができます。 

 

※地域課題の解決や地域交流に取り組む際には、課題や目的に応じて、自治会・

町内会と地域コミュニティ協議会のどちらで活動したほうがより機能的・効果

的に対応できるか、検討していく必要があります。 

 

（参考）＜地域コミュニティ協議会の活動例＞ 

 

  （地域におけるまちづくりの推進） 

・区自治協議会への参画（委員の選出、課題の共有や検討） 

・地域福祉計画の策定への参画 

・「地域の茶の間」の開催 

・まちのイラストマップの作成、まち歩きイベントの計画・実施 

  （地域住民の生活の充実） 

・多世代交流会の開催、高齢者向け「ごみ出し支援」や「見守り活動」の 

実施 

・防犯パトロールの組織・運営、総合防災訓練の実施 

・子育て支援スペースの運営、あいさつ・声かけ運動の推進 

・地域のまつり・イベント、スポーツ大会・運動会、文化祭・発表会の企画 

（公共施設等の維持管理・運営） 

・花いっぱい運動の実施、一斉除草作業の呼びかけ 

・水路改修の計画づくり、緑地利用のルールづくり 

・コミュニティセンター・コミュニティハウスの指定管理受託 

  

Ｑ１７ 地域コミュニティ協議会との関係について、どのように住民に説明すれば

いいですか？ 
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 自治会・町内会は、地域住民にとって一番身近な組織であることから、下記のよう

な業務等について依頼があるようですが、この他にもさまざまな団体等から依頼があ

るようです。 

 

団体名 依頼内容 

地域コミュニティ協議会 広報紙の回覧、事業の案内等 

新潟市社会福祉協議会 広報紙の回覧、事業の案内、会費のとりまとめ等 

新潟県共同募金会新潟市共同募

金委員会 
助成の案内、募金のとりまとめ等 

日本赤十字社新潟県支部 活動主旨の案内、活動資金のとりまとめ等 

新潟県保護観察協会 会員募集、会費のとりまとめ、広報紙の回覧等 

新潟県防犯協会 会費のとりまとめ、防犯ブザーの配布等     

小学校・中学校 学校だより、地域教育コーディネーターだより等 

西消防署 消防関係広報紙の配布 

※あくまで一例です。 

 

 

 

 

 

 

 身近な地域での支え合いの輪が徐々に広がってきています。 

市から委託された「支え合いのしくみづくり推進員」にご相談ください。 

 地域内で支え合うしくみづくりについて、他地域の事例紹介や助言、自治会内での

意見交換のお手伝いなど、一緒に考えていきます。 

 

  

 

Q１８ 市からの依頼のほかに、自治会・町内会に依頼されるものとして、どんな

ものがありますか？ 

Q１９ ゴミ出しや除雪、買い物、電球交換など、日常生活のちょっとした困りご

とを抱えている人がいます。地域で支援したいがどうしたらよいですか？

また、地域の茶の間を立ち上げたいがどうしたらよいですか？ 
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その１ 活動の洗い出しによる負担の軽減、カレンダー制作による関心度向上 

令和元年度に西区自治協議会で「地域の担い手育成（自治会、児童・民生委員）
等」を目的に、ＮＰＯ法人まちづくり学校とともに“自治会を対象とした地域活動
の見直しのきっかけとする研修会”や“モデル自治会で地域活動への関心や認知度
を高める自治会の活動をまとめたカレンダーづくり”に取り組みました。 

本項では、活動の見直しやカレンダーづくりの手順をご紹介します。 
年間事業計画作成のタイミングで活動を知らせるカレンダーづくりを行い、負担軽

減や参加を促す視点で現在の活動を見直してみてはいかがでしょう。 
 

活動見直し 

 役員一人ひとりの活動の量（日時、所要時間）を書き出し、まとめ

て全体の量を把握します。活動を「見える化」することで、活動の

集中や重複、負担の多さなどが見つけやすく見直しやすくなりま

す。また、活動ごとに実施内容や作業内容、参加者の感想、申し送

り事項などをまとめた文書を作成するとより考えやすくなり、引き

継ぎ書としても使えます。 

 洗い出しをもとに、活動の統合や縮小、分散、廃止など見直し案を

考えます。自治会の事業同士の統合、地区内の他団体の活動と統合、

近隣自治会と共催など手法は様々です。 

例）防災訓練と運動会を同時開催、敬老会と趣味の作品展を合同開

催、メンバーが重なる会議は同じ日に時間を連続させて開催 

 見直した案をもとに、年間事業計画を 

組み立てます。地域住民へのお知らせ方法として 

カレンダーを作ってはいかがでしょう。 

カレンダーづくり 

 
カレンダーづくりを通じて目指すこと（ねらい）や掲載する内容を

整理します。その後、デザインや掲載写真の収集、レイアウトの検

討を行います。 

 
原稿を作成し、印刷して配布します。 

～ モデル自治会のみなさんのお声 ～ 

・ 各世帯に配布することで、自治会やその活動が  

身近に感じられ、自治会への関心をもってもら 
えるようになったのではないか。  

・ イベントや旅行の様子を掲載し、参加したくな 
るような「楽しさ」が伝わるよう作成した。 

・ 活動の様子の写真や感想を交えた報告を回覧す 
ることで、次年度の参加に繋がるかもしれない。 

 

活動の洗い出し 

（見える化） 

お悩み解決のヒント 
地域の担い手を増やしたい！ 

活動の見直し 

（統合等） 

年間事業計画作成 

掲載内容、 

デザインの検討 

原稿作成等 

図：モデル自治会のカレンダー 
町内のお役立ちマップ、緊急連絡先、楽しそうな自治会行事の写真が掲載されています 
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その２ 担い手不足解消や担い手育成等のヒント 

令和２年度に西区自治協議会で「地域の担い手不足解消や担い手育成」に向け
て、委員の所属団体や地域の現状や課題、そして解消のヒントとなる事例を共有し
ました。 

本項では、事例の一部をご紹介します。参考になる事例がありましたらぜひ取り
入れてみてください。 

 

 
  30 代、40 代の若手や中堅層が主体となった活動を進めている。予算を各事業等

に分配し、活動場所（部屋）の確保も支援している。自主的に活動できるよう支
援している。活動メンバーのうち数人が班長となり、積極的な意見を述べてお
り、次代のリーダーが育っている。 

  役員の仕事を分散化して、負担を軽減している。 

  エリアを決めて輪番にすることで、多くの方が最初は「仕方なく」担う。けれど
関わってみないとわからないことも多く、自治会活動や地域活動に理解ができて
くる。理解者が増えることで、またその次の自治会長はやりやすくなり、地域の
ことを考える住民が増えてくることになる。 

  行事に参加し、班活動も一生懸命な方に機会のある度に話しかけている。時期が
来た時に快く了承していただいたケースが３．４件ある。 

  ある程度、有償としてお手伝い、協力を呼びかけ（強制でない気軽さで） 

  家族で楽しみながら、結果として地域のためとなっている自治会を理解していた
だける様な取り組みを企画（家族とともに地域の危険個所発見ゲーム、ごみ拾い
競争、ラジオ体操防災訓練） 

 

 

 

 
  イベントなどの参加を通じて理解を深めてもらい、最終的に役員になってもらう。 

  世代を超えて誰もが参加できるような活動を模索し、参加してもらうことや、広
報紙、その他の情報発信をすることで、  たくさんの住民に活動を知ってもらう。
理解と協力をしてくれる方がどんどん出てくると、その中から次世代に担い手が
見えてくる。 

  声掛けや口コミも大事。「人から人につながること」は、地道だが本当はそれが一
番大事なことと感じる。そして、世代交代を考える時、たよりや回覧板にプラス
して SNS の活用、ホームページや LINE などは必要なツールだと思う。 

 

 

 
  地域の茶の間運営団体の場合、1 人の代表者がすべてやるのではなく、代表者、

会計担当、渉外担当、広報担当の役割分担をする。運営については 3～5名程度で
チームになって皆で話し合い、代表者の負担感を減らしている。 

  担い手となりうる方に事業やプログラムの一部を任せてみる。「やりたい」と思う
ことをやらせてみる。 

  現在は行っていないが、SNS を活用し、情報をオープンにして交換することで次
世代の意欲を育てるといいと思う。 

自治会の事例 

地域コミュニティ協議会の事例 

その他の団体の事例 
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第５章 関連資料・情報のご案内 

１．資料編 

自治会・町内会の運営に活用できる以下の各種様式・例を「資料編」として 

新潟市西区役所ホームページに掲載しています。必要に応じてご利用ください。 

また、冊子が必要な方や作成に関しご相談のある方は西区地域課窓口へお越しください。 

 

[資料編] 

１  総会の準備 

２  自治会・町内会の規約例 

３  事業計画（報告）書例 

４  予算書・決算書例 

５  監査報告書例 

６  総会開催通知例 

７  委任状・書面表決書例 

８  議事録例 

９  加入のご案内例 

10 入会申込書例 

11 個人情報取扱規程例 

12 世帯票例 

 

[検索方法] 

●「新潟市トップページ＞西区＞西区の取組み＞自治会・町内会 

＞自治会・町内会等への助成制度について＞R７自治会・町内会ハンドブックへ」 
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２．新潟市自治基本条例 

 新潟市自治基本条例とは・・・  

新潟市では、地域のことは自らが考え、自ら行動する分権型政令市づくりをさらに

力強く確かなものとするため、市民自治の基本となる条例として、新潟市自治基本条

例を平成２０年２月に制定しました。 

地域における協働の推進に向け、地域にすむ人たちと、地域コミュニティ協議会や

自治会・町内会等の地域コミュニティの役割を条例に定めています。 

 

また、地域おける協働のさらなる推進に向け、地域コミュニティ協議会などの協働

の主体を、自治基本条例に位置付けるため、平成２７年３月に一部改正を行いました。 

 

（改正の概要） 

  第２６条第２項において、地域コミュニティの定義に例示として、地域コミュニ

ティ協議会をはじめとした協働の主体を追加しました。 

 

                   

「新潟市自治基本条例」については、新潟市ホームページで詳しく説明をしています。 

●「新潟市トップページ＞市政情報＞行政運営＞自治基本条例」 もしくは、 

下記二次元コードからご覧いただけます。 
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所属名 係名 電話番号 主な業務内容 

地域課 企画・ 

地域振興担当  

264-7161 区の政策の企画、区自治協議会、区バス・住民バスなど 

264-7172 コミュニティ協議会、自治会・町内会、コミュニティセンター・ 

コミュニティハウスなど 

広報・広聴担当  264-7180 区役所だより発行、広報・広聴、陳情・請願、男女共同参画など 

文化・スポーツ 

担当  

264-7193 文化振興、スポーツ振興、学校開放など 

区民生活課 区民窓口係 264-7211 住民票・戸籍謄抄本などの各種証明書交付、住所変更、 

印鑑登録、個人番号カードなど 

戸籍係 264-7232 出生届・死亡届や婚姻届などの戸籍届、特別永住に関することなど 

給付係  264-7243 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格・給付・受付、 

国民年金の届出受付など 

保険料担当  264-7254 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談 

税担当 264-7512 各種納付、市税の納付、所得証明・納税証明などの各種証明書交付、 

原付バイクの届出など 

生活環境係  264-7261 ごみ関係、ボランティア清掃関係、公害の相談、犬の登録など 

健康福祉課 地域福祉担当 264-7315 地域福祉計画、支え合いのしくみづくり、民生委員・児童委員など 

高齢介護担当 264-7330 高齢者の福祉、介護保険の資格管理・給付など 

障がい福祉担当 264-7310 身体・精神・知的障がい者の福祉など 

児童福祉担当 264-7340 保育園、保育料、児童手当、ひとり親家庭、妊産婦および 

こども医療費助成など 

こども支援担当 264-7343 子育て支援、母子父子寡婦福祉資金、母子・家庭児童相談、 

DV・女性相談、児童虐待など 

健康増進係 264-7423 母子手帳、乳幼児健診、予防接種、歯科健診、栄養相談、 

特定健診・各種がん検診、特定医療費（指定難病）など 

地域保健福祉担当 264-7453 保健・福祉の相談など（坂井輪地区） 

西地域保健福祉センター 264-7731 保健・福祉の相談など（西地区） 

黒埼地域保健福祉センター 264-7474 保健・福祉の相談など（黒埼地区） 

保護課 保護第1 係 264-7320 生活保護など 

保護第2 係 264-7321 生活保護など 

保護第3 係 264-7324 生活保護など 

農政商工課 農業振興係 264-7610 農林水産業の振興、農業者の各種生産支援、農村整備事業、保安林など 

食と産業振興室 264-7623 商工業の振興、食と農の魅力発信、観光および物産振興、市民農園、地

産地消の促進、黒埼農村環境改善センターなど 

建設課 管理係 264-7661 道路・公園の占用許可、私道助成、市営・県営住宅の申込受付、 

放置自転車返還など 

維持係 264-7680 国県道及び市道の維持管理、公園・緑地の維持管理、道路除雪など 

整備係 264-7690 道路の整備、公園・緑地の整備、背割排水路の整備、 

自転車等駐車場の整備 

まちづくり係 264-7670 都市計画、開発許可、区画整理、屋外広告物など 

総務課 総務担当 264-7112 区役所の予算・決算、庁舎の管理、契約事務、選挙事務など 

安心安全担当 264-7120 防災、防犯、交通安全、交通災害共済など 

農業委員会 

西区事務所 

 264-7811 農地に関することなど 

西区教育支援 

センター 

 264-7530 就学事務、奨学金、教育相談、地域と共に歩む学校づくりの推進等に関

すること 



52 

第７章 主な事務の年間予定（令和７年度） 
                            （変更になることもあります） 

４月 

４／１現在世帯数報告 １６日まで 

法人市民税の均等割減免申請（※認可地縁団体のみ） 末日 

固定資産税の減免申請（自治会・町内会集会施設） 第１期納付期限日まで 

５月 
防犯灯設置補助金交付申請 ３０日まで 

設備整備補助交付申請 ３０日まで 

６月 

事務委託料 第１期分入金 ２５日 

日赤協力金募集のお願い 中旬～下旬 

西区社協一般会員会費募集のお願い 下旬 

７月 

西区クリーン月間 ７月１日～９月末 

設備整備補助交付・不交付決定通知の送付 上旬 

翌年度の集会所施設・用地借上の事前相談 ３１日まで 

８月 
翌年度の集会所建設の事前相談 ３1 日まで 

歳末たすけあい事業助成の申請締切り① ２９日まで 

９月 

事務委託料 第２期分入金 ２５日 

赤い羽根共同募金の協力依頼 下旬 

西区社協一般会員会費の納入締切り ３０日まで 

１０月 
１０／１現在世帯数報告 １５日まで 

歳末たすけあい事業助成の申請締切り② ３１日まで 

11 月 

歳末たすけあい募金の協力依頼 上旬 

自治会長・町内会長永年勤続者表彰式 中旬予定 

防犯灯電気料補助金交付申請 ２８日まで 

12 月 
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金の納入締切り １９日まで 

事務委託料 第３期分入金 ２５日 

１月 
防犯灯電気料補助金入金 下旬 

新潟県交通災害共済 加入申込書類配布依頼 1 月下旬～2 月上旬 

3 月 
事務委託料 第４期分入金 ２５日 

新潟県交通災害共済 加入申込のとりまとめ、納入 ３１日まで 
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